
三朝町告示第24号

平成26年第３回三朝町議会定例会を次のとおり招集する。

平成26年２月19日

三朝町長 吉 田 秀 光

１ 期 日 平成26年３月６日 午前10時

２ 場 所 三朝町議会議場

○開会日に応招した議員

石 田 恭 二 吉 田 道 明

池 田 雅 俊 能 見 貞 明

中 信 貴美代 山 口 博

清 水 成 眞 藤 井 克 孝

福 田 茂 樹 平 井 満 博

牧 田 武 文 山 田 道 治

○応招しなかった議員

な し
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第３回 三 朝 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成26年３月６日（木曜日）

議事日程

平成26年３月６日 午前10時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

例月出納検査の結果報告について

日程第４ 行政報告

日程第５ 陳情の委員会付託

陳情第１号 「特定秘密の保護に関する法律」（秘密保護法）の廃止を求める陳情

陳情第２号 特定秘密の保護に関する法律の廃止または抜本的改正を求める意見書提

出の陳情

日程第６ 議案第５号 平成26年度三朝町一般会計予算

日程第７ 議案第６号 平成26年度三朝町国民健康保険事業特別会計予算

日程第８ 議案第７号 平成26年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計予算

日程第９ 議案第８号 平成26年度三朝町介護保険事業特別会計予算

日程第10 議案第９号 平成26年度三朝町簡易水道事業特別会計予算

日程第11 議案第10号 平成26年度三朝町温泉配湯事業特別会計予算

日程第12 議案第11号 平成26年度三朝町下水道事業特別会計予算

日程第13 議案第12号 平成26年度三朝町集落排水処理事業特別会計予算

日程第14 議案第13号 平成26年度三朝町分譲宅地造成事業特別会計予算

日程第15 議案第14号 平成26年度三朝町財産区特別会計予算

日程第16 議案第15号 平成26年度三朝町水道事業会計予算

日程第17 議案第16号 平成26年度三朝町国民宿舎事業会計予算

日程第18 議案第17号 三朝町職員の修学部分休業に関する条例の設定について

日程第19 議案第18号 三朝町職員の高齢者部分休業に関する条例の設定について

日程第20 議案第19号 三朝町空き家等の適正管理に関する条例の設定について
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日程第21 議案第20号 三朝町子ども⋞子育て会議条例の設定について

日程第22 議案第21号 三朝国民宿舎事業管理者の給与の特例に関する条例の設定について

日程第23 議案第22号 三朝町職員の給与に関する条例の一部改正について

日程第24 議案第23号 三朝町基金条例の一部改正について

日程第25 議案第24号 三朝町社会教育委員に関する条例の一部改正について

日程第26 議案第25号 三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について

日程第27 議案第26号 三朝町農林漁業者健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて

日程第28 議案第27号 三朝町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の廃止について

日程第29 議案第28号 三朝町高齢者介護予防及び生活支援事業手数料徴収条例の廃止について

日程第30 議案第29号 町道路線の変更について

日程第31 議案第30号 三朝町過疎地域自立促進計画の一部変更について

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

例月出納検査の結果報告について

日程第４ 行政報告

日程第５ 陳情の委員会付託

陳情第１号 「特定秘密の保護に関する法律」（秘密保護法）の廃止を求める陳情

陳情第２号 特定秘密の保護に関する法律の廃止または抜本的改正を求める意見書提

出の陳情

日程第６ 議案第５号 平成26年度三朝町一般会計予算

日程第７ 議案第６号 平成26年度三朝町国民健康保険事業特別会計予算

日程第８ 議案第７号 平成26年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計予算

日程第９ 議案第８号 平成26年度三朝町介護保険事業特別会計予算

日程第10 議案第９号 平成26年度三朝町簡易水道事業特別会計予算

日程第11 議案第10号 平成26年度三朝町温泉配湯事業特別会計予算

日程第12 議案第11号 平成26年度三朝町下水道事業特別会計予算
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日程第13 議案第12号 平成26年度三朝町集落排水処理事業特別会計予算

日程第14 議案第13号 平成26年度三朝町分譲宅地造成事業特別会計予算

日程第15 議案第14号 平成26年度三朝町財産区特別会計予算

日程第16 議案第15号 平成26年度三朝町水道事業会計予算

日程第17 議案第16号 平成26年度三朝町国民宿舎事業会計予算

日程第18 議案第17号 三朝町職員の修学部分休業に関する条例の設定について

日程第19 議案第18号 三朝町職員の高齢者部分休業に関する条例の設定について

日程第20 議案第19号 三朝町空き家等の適正管理に関する条例の設定について

日程第21 議案第20号 三朝町子ども⋞子育て会議条例の設定について

日程第22 議案第21号 三朝国民宿舎事業管理者の給与の特例に関する条例の設定について

日程第23 議案第22号 三朝町職員の給与に関する条例の一部改正について

日程第24 議案第23号 三朝町基金条例の一部改正について

日程第25 議案第24号 三朝町社会教育委員に関する条例の一部改正について

日程第26 議案第25号 三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について

日程第27 議案第26号 三朝町農林漁業者健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついて

日程第28 議案第27号 三朝町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の廃止について

日程第29 議案第28号 三朝町高齢者介護予防及び生活支援事業手数料徴収条例の廃止について

日程第30 議案第29号 町道路線の変更について

日程第31 議案第30号 三朝町過疎地域自立促進計画の一部変更について

出席議員（12名）

１番 石 田 恭 二 ２番 吉 田 道 明

３番 池 田 雅 俊 ４番 能 見 貞 明

５番 中 信 貴美代 ６番 山 口 博

７番 清 水 成 眞 ８番 藤 井 克 孝

９番 福 田 茂 樹 10番 平 井 満 博

11番 牧 田 武 文 12番 山 田 道 治

欠席議員（なし）
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欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 石 井 秀 己 副主幹 小 椋 智 子

説明のため出席した者の職氏名

町長 吉 田 秀 光 副町長 森 脇 光 洋

教育長 朝 倉 聡 会計管理者 山 根 智 美

危機管理課統括監 松 原 茂 隆 総務課長 山 根 猛 昭

総務課参事 吉 田 弘 幸 財務課長 大 村 哲 也

税務課長 石 原 伸 二 町民課長 小 椋 泰 志

健康福祉課長 前 田 敦 子 農林課長 岩 山 靖 尚

企画観光課長 椎 名 克 秀 建設水道課長 早 苗 睦 巳

教育総務課長 遠 藤 英 臣 生涯学習課長 西 田 寛 司

生涯学習課参事 松 原 照 宗 農業委員会事務局長 真 嶋 峰 和

国民宿舎支配人 小 椋 誠 教育委員会委員長 西 田 醇

農業委員会会長 山 本 雅 之 代表監査委員 和 泉 澤 吉

午前１０時０２分開会

○議長（山田 道治君） ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより平成２６年第３回三朝町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日届け出のあった欠席者は、議員、当局ともございません。以上、報告いたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（山田 道治君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１１８条の規定により、９番、福田茂樹議員、１０番、

平井満博議員を指名いたします。

⋞ ⋞
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日程第２ 会期の決定

○議長（山田 道治君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から２０日までの１５日間としたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山田 道治君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日から２０日までの１５日

間と決定いたしました。

１５日間の日程につきましては、お手元にお配りしている日程予定表のとおりといたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山田 道治君） 御異議なしと認めます。よって、１５日間の日程は、日程予定表のとお

りと決定いたしました。

⋞ ⋞

日程第３ 諸般の報告

○議長（山田 道治君） 日程第３、諸般の報告を行います。

例月出納検査の結果報告について、監査委員から平成２６年１月分の報告書が提出されており

ますので、閲覧願います。

⋞ ⋞

日程第４ 行政報告

○議長（山田 道治君） 日程第４、行政報告を行います。

吉田町長。

○町長（吉田 秀光君） 行政報告を申し上げます。

初めに、三朝産きぬむすめが日本穀物検定協会の食味ランキングで平成２３年、２４年と、参

考品種ではありますが、２年連続最高評価の特Ａを受けたことは御承知のことと存じます。平成

２５年産きぬむすめについては、鳥取県の産地品種銘柄として出品され、中国地方では１０年ぶ

りとなる特Ａ評価を受けました。このことはまさに本町がこれまで品質の高いおいしい米づくり

に取り組んできた成果であり、大変うれしく思っています。町といたしましては、今後も引き続

き農家の皆さんや農業団体等関係機関と連携を図りながら三朝米のブランド化により一層努力し

てまいりたいと思います。

次に、現在町では三朝温泉の再生に向け関係団体や地域の皆さんと連携しながら三朝温泉開湯
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８５０年記念事業を進めております。三朝温泉旅館協同組合では、先ごろ三朝温泉に８５０円で

泊まろうという春の特別キャンペーンを展開されました。この企画には全国各地から約１万５，

０００通もの応募が寄せられ、その後も旅館組合へ多くの問い合わせが来ているようであり、三

朝温泉を全国の皆さんに知っていただくことができ、私も大変喜んでいるところであります。ま

た、今月から住みます芸人として落語家、桂三河さんを三朝温泉に招き、芝居小屋ニューラッキ

ーで落語会を開催されていますので、温泉街がますますにぎわっているものと大いに期待してい

るところであります。さらに、三朝温泉観光商工センターについては、ことし１月２７日に安全

祈願祭を行い、建築に着手させていただきました。同センターはキュリー祭前のことし７月には

完成する予定でありますが、観光案内はもとよりさまざまな公演などを大勢の皆さんに気軽に楽

しんでいただける施設となりますので、私も大変楽しみにしているところであります。

最後に、現在観覧者の募集を行っておりますが、ＮＨＫのラジオ番組「真打ち共演」の公開録

音が５月１０日、町総合文化ホールで行われる予定であります。出演者といたしましては、現在、

漫才部門では青空球児⋞好児さん、漫談部門ではエド山口さん、落語部門では入船亭扇遊さんの

出演が予定されております。それぞれの部門でさらに３組の出演者が加わることとなっておりま

すので、また改めて防災行政無線や町報等を通じて町民の皆さんにお知らせしたいと思います。

ぜひとも多くの皆さんに楽しんでいただければと思います。

以上、行政報告といたします。

⋞ ⋞

日程第５ 陳情の委員会付託

○議長（山田 道治君） 日程第５、陳情の委員会付託を行います。

陳情第１号、「特定秘密の保護に関する法律」（秘密保護法）の廃止を求める陳情、陳情第２

号、特定機密の保護に関する法律の廃止または抜本的改正を求める意見書提出の陳情、この２件

の陳情は総務教育常任委員会に付託いたします。

⋞ ⋞

日程第６ 議案第５号 から 日程第３１ 議案第３０号

○議長（山田 道治君） お諮りいたします。議事の進行上、この際、日程を変更して、日程第６

から日程３１までの２６件の議案を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山田 道治君） 御異議なしと認めます。よって、この際、日程を変更して、日程第６か
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ら日程第３１まで、すなわち議案第５号から議案第３０号までの２６件の議案を一括議題といた

します。

町長から提案理由の説明を求めます。

吉田町長。

○町長（吉田 秀光君） 本議会の開会に当たり、平成２６年度三朝町一般会計予算案を初めとす

る諸議案の概要について申し上げますとともに、新年度に臨み所信の一端を申し述べ、本議会を

通じまして議員各位を初め町民の皆様に御理解と御協力をお願いするものであります。

初めに、昨年１１月の選挙におきまして、町民の皆様の温かい御支援と御厚情により町長に就

任させていただきました。改めて５期目の町政を担う責任の重さを痛感するとともに、さらに身

を引き締め町政運営に臨んでいかなければならないと思っているところであります。そして、町

民の皆様からお寄せいただきました信頼と期待に応えるべく、強い決意と情熱をもって、大丈夫

なまちづくりの実現に向け、ひたすら邁進いたす所存であります。どうぞ温かい御指導、御鞭撻

をいただきますよう心から深くお願いを申し上げます。

さて、我が国の経済に目を向けますと、政府は平成２６年度の経済成長見通しについて、消費

税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減には留意が必要であるが、年度を通して見れば前年度

に続き堅調な内需に支えられた景気回復が見込まれ好循環が徐々に実現していくと考えており、

この結果、平成２６年度の国内総生産の実質成長率は１．４％程度と見込んでいます。

このような中、予算編成において最も重視しなければならないのは国の地方財政への対応であ

りますが、地方財政計画においては、景気の自律的回復に伴う地方税収の増を見込む一方、臨時

財政対策債を含めた実質的な地方交付税総額は前年度に比べ約０．２兆円減の１６．９兆円と大

幅に削減されましたが、社会保障の充実等により、地方の一般財源総額については前年度を０．

６兆円上回る６０．４兆円となっております。

また、今回の地方財政対策については、地方が強く求めてきた地域経済基盤強化、雇用等対策

に係る歳出特別枠及びそれに伴う国の別枠加算について一部縮小されておりますが、緊急防災⋞

減災事業費や地域の元気創造事業費が増額され、従来の歳出特別枠、交付税の別枠の水準を確保

されておりますので、私としましては、一定の評価をしているところであります。

先ほど述べましたように、我が国の景気は回復基調にあり、経済情勢は好転の兆しを見せてい

るところでありますが、地方経済は依然として厳しい状況にあるのが実情であり、国の予算編成

の基本方針や地方財政対策等を十分に考慮するとともに、地域の実情を十分に踏まえながら、町

民の皆さんに、三朝町は大丈夫な町と思っていただき、三朝町に住んで本当によかったと実感し
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ていただけるような「心豊かで“キラリ”と光る町」の実現に向け、平成２６年度の予算編成に

取り組んだところであります。

それでは、平成２６年度の予算の概要について御説明いたします。

町の施策は基本的に第１０次三朝町総合計画に基づき組み立てを行うものでありますが、平成

２６年度予算におきましては、この計画を踏まえ、開湯８５０年を迎える三朝温泉の再生と防災

基盤の整備、子育てや就学支援の充実、三朝型農業生産基盤の確立、さらには高齢者福祉対策の

充実などを着実に進めていくことにより、大丈夫な町づくりを構築するための予算としてそれぞ

れの施策の組み立てを行い、当初予算の総額を前年度対比では１１億２，０００万円の増となる

５４億３，０００万円としているところであります。

それでは、施策の概要につきまして、第１０次三朝町総合計画に掲げております４つのキーワ

ード、「はたらく」「すむ」「かかわる」「つなげる」に沿って説明させていただきます。

まず、「はたらく」のキーワードでは、観光分野、農林業分野での振興策、就労の場の確保と

産業の担い手の育成施策など、観光と農林業と雇用の充実のための施策を展開していきます。

観光の分野では、昨年度から進めてまいりました三朝温泉開湯８５０年記念事業にハード事業

を加え、ソフト事業との整合性を図りつつ順次施策を展開していきたいと思います。

まず、ハード事業につきましては、三朝温泉街再整備計画に基づき、三朝温泉の観光拠点施設

として三朝温泉観光商工センターの工事を７月末の完成に向け進めていくとともに、旧永楽庵跡

地を取得し、周遊拠点施設の整備に着手します。また、温泉街の快適空間の創出のため、温泉街

の町道について、老朽化した部分の改修にあわせてカラー舗装を行いたいと思います。

一方、ソフト事業につきましては、より多くの観光客の皆さんにおいでいただけるよう、地域

の皆さんと連携を図りながら、春、夏、秋と季節ごとにお祭りイベントを開催するとともに、首

都圏、関西圏などでの広報宣伝等を積極的に展開していくこととしております。また、地域おこ

し協力隊として新たに２名を受け入れ、町内全域を視野に入れた観光資源の掘り起こしや三朝米

や野菜などの農産品を生産されている農家の皆さんと十分連携を図りながら情報発信や販売を行

うメイド⋞インみささ認証プロジェクトをスタートさせ、地域の活性化を図るとともに、本町の

持っている豊かな資源について積極的に全国にアピールしていきたいと思っています。

農業の分野でございます。

行政報告でも申し上げましたが、三朝産きぬむすめが平成２３年、２４年と参考品種ながら日

本穀物検定協会の食味ランキングにより特Ａの最高評価を受け、さらに２５年には鳥取県の産地

品種銘柄として特Ａを受けるという快挙をなし得たことは三朝町のきぬむすめの品質の高さが広
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く認められたということでもありますので、今後の三朝米の生産振興については、コシヒカリか

らきぬむすめを中心にブランド化を図り、農家の所得向上につなげてまいりたいと考えています。

また、イソフラボンを多く含んでいる三朝神倉地大豆については、豆腐に続き豆乳や納豆も商

品化され大変好評を得ているところですが、生産収量が需要に追いつかない状況にあります。こ

のようなことから、生産農家の皆さんに新たに奨励金を交付することとし、さらには圃場となる

水田等の地力を高めるため堆肥散布に係る費用について支援することにより三朝型農業生産基盤

を確立し、農業の活性化を進めてまいりたいと思います。

雇用の確保については、一昨年から取り組んでおります三朝町新卒者雇用奨励事業を引き続き

実施するとともに、近隣市町の企業誘致の状況も踏まえながら雇用の創出につなげてまいりたい

と考えております。

「すむ」のキーワードでは、子育て支援、教育、健康⋞福祉並びに安全な生活環境、生活基盤

の維持、さらには県外からの定住者の方の受け入れ支援等のための施策を引き続き展開していく

こととしています。

まず、子育て支援につきましては、昨年４月に本町初となる幼保一体型の子育て施設となるみ

ささこども園が開園いたしましたが、ことし７月ごろにリニューアルオープン予定のふるさと健

康むらに隣接しているという立地を生かし、新たな試みとしてノルディックウオークを活用した

特色ある保育、「歩育」に取り組んでいきたいと思います。

また、保育料につきましては、現在県内でおおむね一番安い状況にありますが、新たに第３子

の保育料の無償化を行うとともに、第２子の保育料についても町基準の半額に軽減したいと考え

ています。

一方で、本町には保育園での保育に頼らず御家庭で子育てを行っておられる３代同居世帯があ

ります。三つ子の魂百までという言葉がありますように、おじいさん、おばあさんに見守られて

育つ子供たちの姿は大変微笑ましいものであり、このような子育てについても大切にしていかな

ければならないと思っていますので、新たに３代同居世帯子育て支援事業として、このような子

育てについても支援してまいりたいと考えています。

このような施策を通じて、子育てするなら三朝町でと多くの皆さんに思っていただけるよう努

めてまいりたいと思います。

次に、教育については、小学校の複式学級の解消を図るための教員配置を行うとともに、少人

数学級実現のための加配教員につきましても引き続き配置することとしています。また、近年増

加傾向にある発達障害のある児童生徒の受け入れやアレルギーを持つ子供たちの学校給食の調理
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体制の充実を図るなど、安心して就学できる環境整備を進めてまいりたいと思います。

また、三朝温泉開湯８５０年にちなみ、三朝温泉の歴史等を盛り込んだ小学校の副読本を作成

し、郷土の歴史を深める学習にも取り組んでまいりたいと思います。

さらに中学校では、ラマルー⋞レ⋞バン町への手づくり訪仏団の派遣や台湾台中市石岡区、石

岡中学校との交流事業を実施していますが、この事業は生徒たちの国際感覚の醸成を図る上で大

変有意義でありますので、引き続き実施したいと考えています。

一方、本町の生徒は陸上競技において、ジュニアオリンピックや中国大会への出場など、短距

離走や跳躍、投てきなど多くの種目で大変優秀な成績をおさめています。走ることは全てのスポ

ーツの基本であり、また走ることを通じて子供たちが心身ともに豊かに成長していくことが期待

できることから、新たに中学校の校庭に全天候型の走路を整備したいと思います。

また、かねてより実施しておりました小⋞中学校の遠距離通学に係る助成制度について、保護

者の皆さんのさらなる負担軽減を図るため助成対象区間を拡大することとし、児童生徒が安心し

て通学できる環境を整えるとともに、あわせて路線バスの利用促進を図ってまいりたいと思いま

す。

健康、福祉については、引き続きがんの早期発見を目指し、がん検診受診率の向上に向け受診

勧奨を積極的に行うとともに、ノルディックウオークについても健康マイレージ事業と組み合わ

せて普及から習慣化へとステップアップした取り組みを進めてまいりたいと思います。

また、高齢者の方々の中には要支援や要介護と認定され公共交通機関の利用が困難な方がいら

っしゃいますので、このような方々が気軽に通院や買い物等ができるよう交通費の一部を助成す

ることとし、住みなれた地域で安心して暮らせる環境を整え、高齢者の方々の自立と充実した生

活の支援を行いたいと思います。

さて、本町では平成２０年度から県内市町村に先駆けて特別医療制度の対象者に加え小⋞中学

生も対象として町独自の医療費助成を行ってきたところでありますが、今年度、県内初の試みと

して、新たに高校生等も対象に医療費助成を行うこととし、子育て環境のさらなる向上を図ると

ともに、疾患の早期発見や早期治療につなげてまいりたいと思います。

次に、安全な生活環境、生活基盤の維持につきましては、町民の皆さんの安全⋞安心を確保し

生活の利便性の向上を図るため、引き続き道路改良や橋梁の補修などを進めていくとともに、防

災行政無線のデジタル化についても平成２８年度の運用開始に向け引き続き取り組んでまいりた

いと思います。

また、昨年度、町内に点在する老朽化した空き家や危険家屋について調査を行った結果、適正
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な管理が行われていないものが多く見受けられることがわかりました。これらの空き家等をこの

まま放置しますと火災や犯罪の誘発にもつながりかねないことから、所有者の責務等を定め、危

険家屋等が放置されることを防止するため、三朝町空き家等の適正管理に関する条例を定めるこ

とにあわせ、危険家屋等の撤去費の一部を助成する制度を新たに創設したいと思います。

さて、近年、局地的なゲリラ豪雨が頻繁に発生するなど、風水害、土砂災害の危険はますます

高くなってきています。本町では平成２１年度にハザードマップを作成しましたが、指定避難所

が土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーン内にあるような地区が出てまいりましたので、

このマップを現状に即して見直すこととし、災害時等に町民の皆さんがどこに避難したらいいの

かといったことを改めて認識していただけるようにしたいと思います。

また、町の公共施設の耐震化につきましては、小⋞中学校、防災拠点となる役場庁舎と順次進

めているところでありますが、今年度は地域の避難所としている三朝町総合スポーツセンター及

び農林漁業者トレーニングセンターの耐震化工事に着手することとしたいと思います。さらには、

今後人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、長

期的な視点をもって施設の長寿命化などを計画的に行う判断指標となる公共施設等総合管理計画

の策定にも取り組みたいと考えております。

消防⋞防災対策を充実していくことは安心⋞安全、そして大丈夫なまちづくりを進めていく上

でとても重要なことだと思っています。このようなことから、初期消火に必要となる消防小型ポ

ンプ４台、積載車１台を更新するとともに、消防団員の安全を確保するため、防火安全靴を全団

員に配付したいと思います。

また、町ではＡＥＤを公共施設や不特定多数の人が集まる場所に順次設置してきたところであ

りますが、町民の皆さんがより安心して生活していただけるよう今年度新たに消防団機動班への

配備を行うとともに、集落でのＡＥＤの設置に係る経費の助成を行う制度を創設したいと思いま

す。

移住、定住の促進についてでございます。

人口減少が進む中、本町への移住定住を促進していくことはとても重要なことだと認識してい

ます。本町では、現在、移住定住促進事業やすまいる応援事業などにより町外から移住された方

への支援策を講じているところでありますが、今年度は本町にＵターンされた方につきましても

すまいる応援事業の対象者となるよう事業の見直しを行いたいと思います。

また、キラリと光る町づくり支援交付金の対象事業の中で、特に移住定住に関する事業につい

ては交付率のかさ上げをし、婚活事業等、民間レベルでの移住定住の取り組みについても支援し
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てまいりたいと思います。さらには、小規模高齢化集落の皆さんの意向を踏まえた上で、若者定

住等による集落活性化総合対策事業にも着手したいと考えております。

「かかわる」のキーワードに掲げます生涯全員参加の場づくり、芸能⋞文化⋞スポーツの振興

等についてであります。

まず、生涯全員参加の場づくりにつきましては、地域協議会の自主的な活動を支援するための

地域自主活動支援交付金やキラリと光る町づくり支援交付金などを通じて地域の活性化のための

活動を引き続き支援してまいりたいと思います。

次に、芸能⋞文化⋞スポーツの振興についてでございます。

三朝町総合文化ホールは芸能文化の拠点として多くの町民の皆さんに御利用いただいていると

ころでありますが、より快適に施設を利用していただけるよう順次老朽化した機材の更新を行っ

てまいりたいと思います。

また、集客、交流の拡大につきましては、姉妹都市盟約を締結しております京都の城陽市と引

き続き子供たちとの交流を行うとともに、特産品等の相互販売など、さまざまな分野での交流を

進めてまいりたいと思います。

「つなげる」のキーワードでは、情報基盤の活用、持続可能な自治体経営、連携による魅力の

向上のための施策を展開していきたいと思います。

まず、情報基盤の活用については、行政情報、防災情報など住民生活に欠かせない情報や、観

光客の皆さんへの情報の発信⋞伝達手段となりますネットワークの維持⋞充実に努めるとともに、

三朝温泉への入り口となるキュリー公園に電光掲示板を備えた観光案内板を整備し、観光客の皆

さんの三朝温泉街へのスムーズな誘導やさまざまな観光情報等をお知らせする手段として活用し

たいと考えております。また、小学校、中学校のパソコン等の情報機器については、必要に応じ

て順次更新することとしていますが、本年度は小学校の学習ネットワークの関連機器を整備更新

したいと考えております。

持続可能な自治体経営についてでございます。本町は昨年、町制施行６０周年を迎えましたが、

今後とも多様化する行政課題や町民の皆さんのニーズを踏まえながら、持続可能な自治体経営を

進めていくことが求められています。そのためには、それぞれの課題や実情に応じて地域活性化

に結びつく政策を幅広い視野に立って提案できる職員を養成していくことが必要だと考えており

ます。このようなことから、幹部職員の自治大学校への派遣や市町村アカデミーなどの外部研修

への参加、さらには町内民間施設等での職員研修を積極的に実施していきたいと思います。

また、連携による魅力の向上については、今後とも、鳥取中部ふるさと広域連合としての活動
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はもとより、さまざまな分野で近隣市町との連携をさらに深めてまいりたいと思います。県や広

域連合との人事交流についても、引き続き行ってまいりたいと考えています。

以上、平成２６年度に臨み所信の表明と、予算編成の基本的な考え方につきまして第１０次三

朝町総合計画に掲げております４つのキーワードに沿って主な施策を御説明いたしました。詳し

くは別冊の予算説明資料に主要事業取り組み等の概要として記載しているところでありますので、

御確認いただければと思います。

それでは、今議会に提案いたしました平成２６年度一般会計予算及び特別会計等予算並びに条

例改正等諸議案につきまして、議案の順に、その概要を御説明申し上げます。

議案第５号、平成２６年度三朝町一般会計予算につきましては、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ前年度に比較して２６％増の５４億３，０００万円としています。

まず、歳入の一般財源についてでございます。

町税のうち法人町民税につきましては、地方の景気動向について、まだまだ厳しい状況が続く

ものと推察し、前年度予算に比較しまして０．６％減の約２億６９０万円を見込んでおります。

固定資産税につきましては、課税標準額の減額並びに償却資産税の減額を考慮し、７％減の約

３億７，０６０万円を見込んでおります。

入湯税につきましては、平成２５年度の入湯宿泊客数が前年度に比べ増加しておりますので、

三朝温泉開湯８５０年事業の取り組みや景気の回復にあわせた観光客の入り込みを期待し、７．

２％増の約５，５２０万円を見込んでおります。

譲与税及び交付金につきましては、国の地方財政計画に基づき県の試算が示されましたので、

これを計上しており、３．５％増の約１億３，０９０万円を見込んでおります。

歳入における一般財源として大きなウエートを占めるのが、地方交付税と臨時財政対策債を合

わせたいわゆる実質的な地方交付税です。平成２６年度の国の地方財政計画では、地方交付税の

総額が１％減となっていること、また臨時財政対策債が９．９％減となっていることから、この

状況を踏まえた上で社会保障関係費の増額等を加味し、本町の実質的地方交付税を０．４％減の

２１億４，８００万円を見込んでおります。

特定財源につきましては、それぞれ事務事業費に見合う国⋞県支出金のほか分担金、負担金、

町債及び目的基金の取り崩し等を見込み予定したところでございますが、収支において８，４２

９万７，０００円の一般財源不足が見込まれますので、財政調整基金の取り崩しで対応すること

としております。

続いて、歳出について御説明いたします。
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まず、人件費でございますが、職員人件費につきましては、昨年度実施しました２つの選挙に

係る人件費が減額になったことなどにより、各種委員及び臨時職員等の人件費を含めた総額では

２．３％、約２，１８０万円減の約９億１，０６０万円としております。

物件費では、０．７％、約４７０万円減の約６億５，５４０万円としております。主な要因と

しましては、町制施行６０周年記念関係事業費及び町長⋞町議会議員選挙執行費、中学校のＯＡ

機器更新費用などを減額したことによるものです。

福祉等の扶助費では、９．３％、約４，６３０万円増の約５億４，３９０万円としております。

主な要因としては、ことし４月から消費税率が８％へ引き上げられますが、所得の低い方々への

負担の影響並びに子育て世帯の影響を緩和し、消費の下支えを図る観点から暫定的、臨時的な措

置としての臨時福祉給付金を新たに措置したこと、また障害者自立支援に係る生活介護事業、就

労継続支援事業並びに就労移行支援事業を増額したことによるものであります。

補助費等では、９．７％、約７，０９０万円減の約６億６，１４０万円としております。主な

要因としましては、緑の産業再生プロジェクト事業補助金、中部ふるさと広域連合へのごみ焼却

施設長寿命化に係る負担金及び常備消防費の連合負担金を減額したことによるものです。

普通建設事業では、約１２億１，０００万円増の１４億８，３９０万円としております。主な

要因としましては、防災行政無線デジタル化事業として９億６，０００万円を計上しているほか、

ふるさと健康むらの整備、トレーニングセンターの耐震改修、三朝温泉周遊拠点の整備費等を措

置したことによるものです。

公債費につきましては、９．３％、約５，６２０万円減の約５億４，５５０万円としておりま

すが、これは経常元金や利子が減額となったことによるものであります。

投資及び出資金につきましては、３３．５％、約１，９００万円増の約７，５７０万円として

います。これは、国民宿舎事業会計に対し、平成２１年度から施設改修に要した企業債償還元金

相当額及び国民宿舎事業管理者人件費相当額を出資してきたところですが、国民宿舎事業の資金

収支の改善を図るため、今年度から公営企業債の償還元金及び利息相当分についても全額出資す

ることとし、所要の額を措置したものであります。

繰出金につきましては、国民健康保険事業会計を初めとする各保険会計につきまして、それぞ

れ定められた基準に基づき措置したものでありますが、集落排水処理事業会計につきましては、

収入不足分を計上、また下水道会計並びに簡易水道事業会計につきましては資本投資分に対する

繰り出しとして公債費の償還に係る額を繰り入れることとしたものであります。

以上が一般会計の概要でございます。
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議案第６号、平成２６年度三朝町国民健康保険事業特別会計予算から議案第１６号、平成２６

年度三朝町国民宿舎事業会計予算につきましては、それぞれ前年度の決算見込みなどにより推計

し、予定したものでございます。このうち国民健康保険事業会計では、加入者の高齢化に伴う医

療費の伸び並びに医療技術の高度化による高額医療費の負担等に対応できるよう所要の額を算定

し、計上したところであります。

介護保険事業会計は、今年度は第５期介護保険事業計画の最終年度に当たりますので、介護予

防事業並びに給付などの保険事業の適正な運営を図り、来る第６期介護保険事業につなげるよう

にしていきたいと思います。

簡易水道事業特別会計につきましては、依然として給水使用料収入が減少している状況にあり

ますが、一般会計から繰り入れを行いながら会計を維持していきたいと思います。また、安全な

飲料水の安定的な供給を図るため、配水池等に水位低下の警報装置を順次設置していくこととし

ています。

温泉配湯事業特別会計につきましては、安定的な配湯を行うこととし維持管理を行っていると

ころでありますが、本年度は老朽化しています山田エリアの配湯管の改良事業を行うこととして

おります。

下水道事業並びに集落排水処理事業の特別会計につきましては、公衆衛生及び生活環境の向上

のため、引き続き安定的な経営を行うことにあわせて接続率の向上にも引き続き努めてまいりた

いと思います。

財産区特別会計につきましては、それぞれの財産区における財産管理費を計上しているところ

ですが、竹田財産区におきまして、関係集落の福祉の増進を図ることを目的とした集落振興交付

金の創設について、新たに予算措置を行っております。

水道事業会計につきましては、安定給水を図るため配水施設の改良事業を継続することとして

おりますが、今年度の主な事業としましては、昨年度から進めています新水源の確保をもとにし

た配水施設の改良工事及び粟谷配水池の耐震化事業並びに横手地区の配水管布設がえ工事を行う

こととしております。

国民宿舎事業会計につきましては、平成２５年度の営業収支が大変厳しい状況にありますが、

三朝温泉開湯８５０年記念事業による入湯客の増加や町民向けの特別プランの充実、さらには人

件費を含む経費の削減を行いながら三朝温泉唯一の公共の宿としての役割を果たすべく職員一丸

となって引き続き経営努力を行う所存でございますので、皆様の御理解と御協力を賜りたいと存

じます。
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以上が平成２６年度の各会計についての概要でございます。

続いて、条例等の案件について御説明申し上げます。

議案第１７号、三朝町職員の修学部分休業に関する条例の設定について、議案第１８号、三朝

町職員の高齢者部分休業に関する条例の設定についての２つの条例の設定につきましては、地方

公務員法の一部が改正され、職員の修学部分休業、高齢者部分休業に関する規定が施行されてお

り、修学の期間、年齢要件等について条例で定めることとなったため、それぞれの条例を設定し

ようとするものでございます。

議案第１９号、三朝町空き家等の適正管理に関する条例の設定につきましては、適正な管理が

行われていない空き家等に対し町が講ずる措置を定めるため、条例を設定しようとするものでご

ざいます。

議案第２０号、三朝町子ども⋞子育て会議条例の設定につきましては、子ども⋞子育て支援法

が制定され、市町村子ども⋞子育て支援事業計画を定めることとなったため、条例を設定しよう

とするものでございます。

議案第２１号、三朝町国民宿舎事業管理者の給与の特例に関する条例の設定につきましては、

ブランナールみささの経営状況を勘案し、事業管理者の報酬を減額する条例を設定しようとする

ものでございます。

議案第２２号、三朝町職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、人事評価により勤

勉手当を支給するため、所要の改正をしようとするものでございます。

議案第２３号、三朝町基金条例の一部改正につきましては、ふるさと納税制度に基づく寄附金

を三朝町ふるさと応援基金として積み立てるため、所要の改正をしようとするものでございます。

議案第２４号、三朝町社会教育委員に関する条例の一部改正につきましては、社会教育法の一

部が改正され、社会教育委員の委嘱基準を条例で定めることとなったため、所要の改正をしよう

とするものでございます。

議案第２５号、三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案

第２６号、三朝町農林漁業者健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についての２

つの条例の改正につきましては、各施設の使用料を減額、免除できる規定とするため、所要の改

正をしようとするものでございます。

議案第２７号、三朝町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の廃止につきましては、

障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正され難病患者等も支援の対象となったため、条例を

廃止しようとするものでございます。

－１７－



議案第２８号、三朝町高齢者介護予防及び生活支援事業手数料徴収条例の廃止につきましては、

介護保険制度改革により介護予防事業を包括支援センターで実施しているため、条例を廃止しよ

うとするものです。

議案第２９号、町道路線の変更につきましては、町道１路線の終点を延長し、町道として管理

しようとするものです。

議案第３０号、三朝町過疎地域自立促進計画の一部変更につきましては、過疎地域自立促進の

ための地方債を活用したいとする事業について、事業の内容等の一部変更と事業の追加をしよう

とするものでございます。

以上、提案いたしました平成２６年度一般会計予算を初めとする２６件の議案につきまして、

所信の一端に触れながら提案理由の概要を御説明いたしました。よろしく御審議の上、可決賜り

ますようお願い申し上げます。

○議長（山田 道治君） しばらく休憩をいたします。再開を１１時１０分といたします。

午前１０時５９分休憩

午前１１時０９分再開

○議長（山田 道治君） 再開いたします。

これより議案の順序により細部説明を求めます。

議案第５号、平成２６年度三朝町一般会計予算について、大村財務課長。

○財務課長（大村 哲也君） 議案第５号、平成２６年度三朝町一般会計予算について御説明申し

上げます。

初めに、予算の全体概要等について予算書で説明させていただきたいと思います。

議案書の表紙をはぐっていただきたいと思います。平成２６年度三朝町一般会計予算の総額は、

５４億３，０００万円としているところでございます。

第２条の債務負担行為につきましては、予算書６ページの第２表に記載しておりますが、４つ

の債務負担行為の設定を行いたいとするものでございます。

第３条の地方債につきましては、同じく６ページの第３表に掲げておりますけれども、発行の

総額を今年度１５億６０万円、うち普通建設事業に用いる地方債としましては１２億８，２２０

万円を予定しておるところでございます。

第４条につきましては、地方自治法第２３５条の３第２項の規定に基づきまして、歳出予算内

の支出をするために一時借入金を借り入れることができる最高額について、５億円と定めている
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ものでございます。

はぐっていただきまして、歳出予算の流用につきまして定めておりますが、人件費、職員の給

与に関する予算に過不足が生じた場合について、同一款内で流用できる旨を自治法第２２０条第

２項のただし書きの規定に基づいて定めているものでございます。

続きまして、予算の概要について説明させていただきたいと思いますので、今度は予算説明資

料の１ページをごらんいただきたいと思います。

平成２６年度の施策につきましては、ここに記載しておりますように、大丈夫なまちづくりの

ための予算として組み立てを行ったところでございます。

一般会計の予算の概要でございますが、先ほど予算書で申し上げましたとおり、総額を５４億

３，０００万円としております。平成２４年度、２５年度と比較しておりますので、御確認いた

だきたいと思います。平成２５年度に対しましては２６％、１１億２，０００万円の増としてお

ります。主な増減理由としましては、説明資料の４ページまで一覧表で主な個別項目、事業名等

を掲げてそれぞれの事業費を記載しておりますので、御確認いただきたいと思います。

予算説明資料の５ページをごらんいただきたいと思います。ここには歳入のうちの一般財源に

ついて記載しております。まず、町税収入ですが、前年３．９％、２，８１０万３，０００円の

減としておりますけれども、その内訳につきましては、説明資料の１４ページのほうに町税に関

する調書を付しておりますので、御確認いただきたいと思います。地方交付税につきましては、

国の財政対策によりまして平成２６年度地方財政の概要に基づき算定したところでございますが、

２５年度に対して８００万円減、１９億８，２００万円を見込んでおります。一般財源に分類し

ております町債、臨時財政対策債を合わせたものの額では２１億４，８００万円となりまして、

前年に対して２，６００万円の減としておるところでございます。その他の一般財源として収入

を見込んでおりますのが、例年の繰越金を２，０００万円、県⋞市町村交付金約１，１００万円

と見込みまして、これらによりまして、一般財源として見込まれる総額につきましては３０億５

３９万円とするところでございます。

次に、歳出における一般財源の見込みでは、３０億８，９６８万７，０００円、対前年比で２．

２％の減としております。

なお、申しわけありませんが、資料５ページの歳出の区分の年度の左の表示が平成２５年度と

なっておりますけれども、正しくは平成２６年度ですので、訂正させていただきたいと思います。

このページに書いておりますけれども、一般財源の収支の不足額をその下のところに書いてお

ります。差し引きしますと８，４２９万７，０００円の不足が生じておりますが、この不足額に
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つきましては、財政調整基金からの繰り入れということで措置することとしております。

６ページには、各特別会計の予算の総額を掲げておりますので、ごらんいただきたいと思いま

す。

６ページの下からは、主要事業及び取り組みを第１０次三朝町総合計画の４つの基本目標に区

分しながら、それぞれを記載しておりますので、御確認いただきたいと思います。

そして、９ページには、特別会計を含む全会計の予算規模と前年対比を掲げております。御確

認いただきたいと思います。

資料の１０ページから１３ページにかけましては、一般会計の総括表に続きまして、歳出を目

的別あるいは性質別に分類した表を掲げておるところでございます。

また、１４ページには、先ほども触れましたけれども、町税に関する調書として税収入の明細

を掲げております。

１５ページ、ここには地方債を財源としております事業の一覧を掲げております。臨時財政対

策債を除く今年度の地方債の借入額は１３億３，４６０万円を予定しておるところでございます。

１６ページ、１７ページには、投資的事業とその他の財源内訳として、いわゆる普通建設事業

の一覧を掲げております。

そして、１８ページには、目的税であります入湯税の充当財源として予定して行う事務事業の

一覧を上げておりますので、御確認いただきたいと思います。

１９ページからは、各事業の説明資料としておりますけれども、資料の最後のページ、１９８

ページには、ふるさと広域連合の負担金の一覧を掲げておりますので、あわせて御確認いただき

たいと思います。

以上が一般会計の全体の概要でございます。

続きまして、財務課の所管に係る部分につきまして説明させていただきたいと思います。今度

は予算書のほうで説明させていただきますが、説明資料では４６ページから５３ページまでで記

載しておりますので、御確認いただきたいと思います。

初めに、歳入でございます。予算書の１１ページから１３ページ上までに譲与税、各種交付金

並びに交付税の明細を掲げております。これらにつきましては、県の推計及び国の地方財政計画

に基づき算定し、見込み額を計上したものでございます。

予算書の２４ページに各種基金からの繰入金を計上しております。繰入金総額では１億８，４

６４万１，０００円としておるところでございます。

２８ページ、２９ページには今年度で予定しております地方債の明細を掲げております。
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以上が歳入の主な内容でございます。

続いて、歳出でございます。予算書の３２ページをごらんいただきたいと思います。

３２ページの総務費、財政管理費、予算執行管理電算処理委託費につきましては、一般会計及

び企業会計を除く全ての特別会計の財政処理を行う電算処理委託費を計上したものでございます。

次の財政管理特別経費につきましては、新地方公会計制度の導入に基づき実施します公会計シ

ステム導入に係る財産整理評価と財務諸表の作成に係る諸経費について計上したものでございま

す。

同じく予算書の３２ページ、財産管理費の庁舎等建物火災共済金及び町有財産火災共済保険金

につきましては、それぞれ火災共済の掛金を計上しているものでございます。

公共用施設用地借地料につきましては、役場庁舎及びスポーツセンター等の借地料を計上した

ものでございます。

一番下に掲げております公共施設等総合管理計画策定業務につきましては、公共施設の更新、

統廃合、長寿命化などを計画的に行うための総合管理計画について、国の指針に基づきまして策

定業務を行う費用を計上したものでございます。

予算書の３３ページ中ほどのｅ－ｍｉｓａｓａエリアネットワーク管理費につきましては、町

内の光ファイバー、同軸ケーブル網を安定的に稼働するための維持管理経費を計上したものでご

ざいます。

予算書の５６ページをごらんいただきたいと思います。商工費の地域おこし協力隊活動費につ

きましては、商工業の皆さんと三朝米の生産や野菜などを生産されている農家の皆さんと十分連

携を図りながら情報発信や販売を行うメイド⋞インみささプロジェクトを農林業務の協力隊員と

連携して推進する隊員の活動費について計上したものでございます。

続きまして、観光費に上げております観光施設管理委託費につきましては、三徳山駐車場等の

刈り払い、植木の剪定等の委託費を計上しております。

その下の観光施設土地借り上げ料につきましては、同じく三徳山の駐車場、小鹿渓もみじの里

駐車場等の借り上げ料を計上したものでございます。

中ほどの観光施設維持管理費につきましては、三朝温泉周辺散策休憩施設、恋谷橋のところの

トイレでございます、及びキュリー広場の維持管理、三徳山遊歩道の管理経費を計上しておりま

す。

５７ページ下のほうの公園管理費、公園施設維持管理費につきましては、町内の公園のトイレ、

やなせ公園、ウオーキングセンター、桜づつみ、もみじの里の維持管理費並びに三朝温泉街のプ
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ロムナード、恋谷橋上流や大瀬の水辺の楽校等の草刈りや剪定等の費用を計上したものでござい

ます。下のところの都市公園施設維持管理費につきましては、三徳川緑地及び高原公園の草刈り、

剪定等の費用を計上したものでございます。

飛びますが、予算書７２ページ下の公債費の元利及び利子につきましては、本年度償還を予定

しております公債費の元利償還金並びに一時借入金利子を計上したものでございます。

７３ページの諸支出金、国民宿舎事業支出金の出資金につきましては、事業会計の資金不足の

補填対策として実施しています出資金でございまして、企業債に係る借入金の元利償還金、特別

負担金、事業管理者の人件費を含めた額を計上したものでございます。

続いての基金費につきましては、それぞれの基金の運用果実の積立金及びふるさと応援寄附金

を基金として積み立てること、それと公共施設営繕基金等の積み立てを予定して計上したもので

ございます。

以上が財務課所管によります歳出の主なものでございますが、８１ページから債務負担行為の

状況、８３ページから地方債の現在高の見込み状況をそれぞれ区分に応じて整理をしております

ので、御確認いただきたいと思います。

以上で平成２６年度三朝町一般会計予算並びに財務課所管の細部説明とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 次に、山根会計課長。

○会計管理者（山根 智美君） 続きまして、一般会計におきまして会計課の所管について御説明

いたします。予算書３２ページをお願いいたします。予算説明資料では１９ページに説明してお

りますので、ごらんいただきたいと思います。

予算書３２ページ中ほど、総務費、会計管理費、会計管理一般経費でございます。会計管理一

般経費につきましては、各金融機関への収納取り扱い等の手数料、源泉徴収事務の電算処理委託

料等、通常の会計事務に係る経費と町税、各種料金の口座振替納付の推進に係る経費を予定して

おります。

簡単ではございますが、以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 次に、松原危機管理課長。

○危機管理課統括監（松原 茂隆君） 危機管理課の所管について説明をいたします。予算書で説

明させていただきますが、予算説明資料では２０ページから３８ページまで記載しておりますの

で、ごらんいただきたいと思います。

それでは、予算書の３４ページ、一番上のチャイルドシート購入助成事業３７万５，０００円
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ですが、三朝町内の新生児を養育する保護者に対してチャイルドシートの購入費、上限１万５，

０００円とし、購入費用の３分の２を助成するものでございます。

続いて、チャイルドシートから８行下のほうですが、防犯灯設置事業補助金１００万円、ＬＥ

Ｄ照明の新設、更新を推進するもので、補助対象経費を上限、新設３万円、更新２万円として経

費の３分の２を助成するものでございます。

次に、３５ページ中ほどから少し上ですが、防災行政無線デジタル化整備事業９億６，０１２

万９，０００円計上いたしております。災害対策に関する円滑な通信の確保を図ることにより、

日常の行政広報を効果的に行うため、また町民の生命、身体、財産に直結する重要な防災情報は

途絶えることなく安定的な放送運用が必須でございます。８月からの工事着手に向けて現在実施

設計を行っているところでございます。

次に、このページ下から９行目、三朝町空き家等撤去費助成事業９０万円でございますが、昨

年度町内の空き家を調査いたしました結果、危険家屋が８０棟、そのうち周りに影響を及ぼして

いる家屋が４０棟、解体が必要な家屋は２２棟ございました。これらの家屋の倒壊や隣家への被

害を未然に防ぐことを目的として、行政代執行を含めた条例を今議会に上程しております。解体

をした場合、解体補助金として解体費の３分の１、限度額３０万を助成するものでございます。

次に、ずっと飛びますが、６１ページ、非常備消防費でございますが、退職消防団員報償金、

町消防の日開催経費、消防団員活動費、研修経費、各操法大会出場経費等については例年とほぼ

同様の予算を計上しております。

次に、このページ一番下でございますが、消防用施設整備費、町単独事業５０４万１，０００

円でございます。４つの機動班及び新しくできる商工センターにＡＥＤを設置いたしまして、あ

わせて集落からＡＥＤの購入希望があれば購入費の３分の２を助成するものでございます。

次に、はぐっていただきまして、６２ページ一番上でございます。防災基盤整備事業、消防施

設３，６４２万６，０００円でございますが、片柴バイパス工事に係る移転工事費として、防火

水槽、消防車庫の建設費を計上いたしております。また、小河内に防火水槽を１基、小型動力ポ

ンプ４台の更新、山田積載車の更新に伴う予算を計上いたしております。

その下の消防用施設整備費補助事業１，５９０万円でございますが、これは長年の懸案事項で

ございました三徳山の送水管布設に係る工事費を計上いたしております。

次に、このページ一番下でございます。災害情報マップの作成事業１９４万２，０００円です

が、三朝町内のハザードマップを更新いたすものでございます。具体的には、避難所の新設、廃

止、福祉避難所の新設、土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンでございますが、また特別警報の
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説明等を記載し、現状に即した内容に更新いたすものでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 次に、山根総務課長。

○総務課長（山根 猛昭君） 議案第５号、平成２６年度三朝町一般会計予算の総務課総務室所管

の予算について、歳出の主なものについて御説明いたします。予算書で説明をいたします。予算

説明資料は３９ページに記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。

予算書３１ページ、総務費、総務管理費、一般管理費の説明欄６行目の人事一般管理費につき

ましては、職員の人事評価に係る研修の費用、また職員採用試験に係る費用を計上したものでご

ざいます。

同じく３１ページ１０行目の職員一般研修費、１１行目の自治大学校等中央研修経費につきま

しては、職員の人材育成、能力開発のための研修に係る費用を計上したものでございます。

続きまして、予算書３２ページでございます。総務費、総務管理、財産管理の説明欄の６行目

でございますが、庁舎管理特別経費についてでございますが、告示などの文書を掲載しておりま

す屋外掲示板につきまして、現在の位置から役場庁舎の玄関近くに移転することとしたいとする

もので、それに係る費用を計上させていただいたものでございます。飛びますけども、予算書３

９ページの総務費、選挙費、鳥取県知事⋞県議会議員選挙費につきましては、平成２７年４月に

両選挙が執行される予定となっておりますが、前年度から準備が必要となりますので、２６年度

にこれに係る費用を計上したものでございます。

同じく総務費、選挙費、農業委員会選挙費につきましては、本年７月１９日に任期を迎えます

農業委員会委員選挙に係る費用を計上したものでございます。

それから、飛びますが、予算書７５ページから８０ページまでに給与費明細を記載しておりま

す。７５ページにつきましては特別職、７６ページからは一般職の明細を掲載しておりますので、

ごらんいただきたいと思います。

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 次に、吉田総務課参事。

○総務課参事（吉田 弘幸君） 一般会計で総務課地域づくり支援室の所管について、歳出の主な

ものについて御説明をいたします。予算書で説明しますが、予算説明資料では４０ページから４

５ページまで説明していますので、ごらんいただきたいと思います。

まず初めに、予算書の３４ページ２段目、諸費でございます。２行目の自治振興交付金は町内

６２集落の活動を支援し自治振興を図るため交付するもので、６５５万９，０００円を計上して
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おります。

続きまして、その下、３行目、集落公民館建設等補助金は、住みよい環境整備を図るため集落

公民館の改修等に対して助成するものでございます。２集落を予定しておりまして、１２０万円

を計上しています。

それから、５行目、地域振興資金預託金でございますが、集落環境整備事業を行う集落等への

貸付金に係る金融機関預託金でございます。町は貸付金額の２分の１を預託するもので、１００

万円を計上しております。

続きまして、３５ページ一番上の段の６行目、消費生活相談事業でございます。消費者トラブ

ル防止のため、町民への啓発費用２０万円を計上しております。これは全額県の補助金でござい

ます。

また、その下の広域連合負担金につきましては、現在、消費者安全法に基づく相談業務を中部

の市町で共同処理しておりまして、それに伴う負担金４４万６，０００円でございます。

次に、３５ページ一番下の段の地域振興対策費、３行目の地域自主活動支援交付金９００万円

でございますが、地域活性化促進のために地域協議会に対して支出するものでございます。一地

域当たり１５０万としております。

次に、このページの一番下、三朝町キラリと光る町づくり支援交付金につきましては、地域活

性化に取り組む団体等の主体的な取り組み、これが通常が３分の２で上限２０万、それから人材

育成のための中高生が取り組む海外研修等を支援するための交付金、５分の４の補助で上限３０

万、合計２００万円を計上しています。来年度につきましては、移住定住、婚活等に係る事業に

つきましては、補助率のかさ上げを行いまして、通常の先ほど言いました補助率を３分の２を５

分の４にして推進の支援をしてまいりたいと思います。

はぐっていただいて、３６ページ一番下の段の定住対策費でございます。１行目の子育て定住

支援事業でございますが、すまいる応援事業で２３万３，０００円を計上しております。移住定

住者に対して支援するもので、来年度はＵターンされた方々にも、お米ではございますが、制度

の対象にしたいと思います。

その下の移住定住促進事業でございますが、町外からの移住定住者に対し住宅の新築、購入等

に助成する制度でございます。２分の１補助で上限５０万で合計２００万円を計上しております。

続きまして、５２ページでございます。真ん中あたりの農林研修施設等管理費、３行目の小鹿

地区多目的集会施設耐震改修事業でございますが、町民の安心⋞安全のために地域の指定避難所

であります当施設の耐震診断費用２４１万５，０００円を計上しております。
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最後に、少し飛びますが、６８ページ２段目の公民館費、５行目及び６行目でございますが、

これも先ほどと同様に耐震診断費用として高勢地区公民館２２１万９，０００円、竹田地区公民

館１５９万８，０００円の費用をそれぞれ計上しております。

総務課地域づくり支援室の関係は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 次に、石原税務課長。

○税務課長（石原 伸二君） 一般会計で税務課所管の予算について御説明申し上げます。予算書

で説明しますが、歳入の予算説明資料では１４ページをごらんいただきたいと思います。

予算書の８ページ、町税全体で約６億９，０００万円余りを見込んでおります。その内訳とし

まして、予算書１０、１１ページに各税目の内容を掲げております。町税の増加要因としまして、

個人町民税は前年に対し増収見込みを計上しております。これは復興特別住民税の均等割による

ものでございます。町民税はほぼ前年並み、固定資産税につきましては、償却資産は減少する仕

組みであり、減額を見込み、たばこ税は喫煙本数の減少により減少見込み、軽自動車税、入湯税

は増額の見込みを計上しております。

次に、歳出でございますが、予算説明資料５４ページ、５５ページで説明していますので、ご

らんいただきたいと思います。

予算書３７ページです。税務総務費の公図修正業務は、平成２７年が評価がえの基準年に当た

り、公図修正委託業務費でございます。

次に、家屋全棟調査業務について、家屋全棟調査後に多くの家屋評価が見込まれ、臨時職員と

家屋測量業務委託により２年間で賦課を完了しようとするものでございます。

次に、賦課徴収費でございますが、入湯税申告手数料について、平成２５年度見込みに対する

手数料でございます。そのほか通常経費等を計上したものでございます。

以上が税務課所管の予算でございます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山田 道治君） 小椋町民課長。

○町民課長（小椋 泰志君） 町民課所管の予算につきまして、歳出の主なものについて御説明を

いたします。予算書で説明いたしますが、予算説明資料は５６ページから７３ページに記載して

おります。

予算書３８ページをお開きください。総務費、戸籍住民基本台帳費は、戸籍住民基本台帳を整

備、登録し、公証する経費と戸籍住民基本台帳のシステム運用に係る経費などを計上しておりま

す。

次に、４１ページ、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費の下側にあります民生児童委員活動
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補助金につきましては、民生児童委員３５名の方の年間活動への補助金でございます。

続きまして、４３ページ上から１２行目の臨時福祉給付金事業費及び、その下の子育て世帯臨

時特例給付金事業費につきましては、消費税率の引き上げに際し、低所得者及び子育て世帯に与

える負担の影響を緩和する観点から、国の制度に基づき給付金を交付するものであります。

はぐっていただきまして、４４ページ下側にあります児童福祉費、児童福祉総務費の説明欄、

３行目からの放課後児童対策費については、各小学校区での学童クラブの経費を計上しておりま

す。東小、南小には引き続き三徳地域協議会、竹田地域協議会に委託することとしております。

４５ページ１行目の地域子育て支援センター事業につきましては、みささこども園に併設して

おります支援センターを拠点に安心して子育てができるよう相談業務等の充実を図ろうとするも

のであります。

その７行下の市町村子ども⋞子育て支援事業計画策定事業は、子ども⋞子育て支援法の制定に

より事業計画の策定が義務化されたことから、子ども⋞子育て会議を設置し、子育て支援施策等

について意見を伺いながら計画策定を行う経費を計上しております。

その１行下の３代同居世帯子育て支援事業は、少子化対策の一つとして、親、子、孫等が同居

する世帯の家庭内保育を支援することで家族のきずなの強化と定住化の促進を図ろうとするもの

であります。

その８行下の保育費、保育所費です。みささこども園、竹田保育園の運営費、賀茂保育園の委

託料を計上しております。

続きまして、４６ページです。中ほどの児童手当費は、児童手当法に基づき中学校就労前の子

供を養育している方に対して支給するものであります。

４７ページ、衛生費、保健衛生費、環境保全対策費の５行目、太陽光発電等普及促進事業補助

金は、環境にやさしいまちづくりを推進していくため、家庭での太陽光発電システム等の導入に

助成をするものであります。

続きまして、４９ページです。中ほど衛生費、じんかい処理費のじんかい処理経費は、一般廃

棄物の収集運搬業務とごみ袋の製作費用などを計上しております。

また、３行下の中部ふるさと広域連合負担金、じんかい処理費は、ごみ処理費、処理施設の改

良費、最終処分場建設費に係る来年度の負担金でございます。

２行下の使用済み小型家電収集モデル事業は、廃棄物の減量化に向けてモデル集落を設定し、

小型家電の収集の促進を図ろうとするものでございます。

町民課の関係は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
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○議長（山田 道治君） 次に、前田健康福祉課長。

○健康福祉課長（前田 敦子君） 平成２６年度一般会計当初予算のうち健康福祉課が所管する主

な部分について御説明申し上げます。予算書４１ページからでございます。予算説明資料は７４

ページから１００ページまででございます。

まず、４１ページ、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費の８項目め、成年後見支援事業でご

ざいますが、これは成年後見制度の活用が必要な認知症高齢者の方、あるいは知的⋞精神障害者

の方などのうち親族後見できない場合に、より専門的に対応できる法人での後見を定住自立圏を

活用した事業として中部１市４町が中部成年後見支援センターに業務委託をするものでございま

す。

めくっていただきまして、４２ページでございます。社会福祉総務費、中ほどに障害者等ホー

ムヘルプサービス事業費から療養介護事業費まで７つの事業を掲げておりますが、これは自立支

援給付の介護に係る施設等の利用料の支援でございます。さらに障害者グループホーム事業から

自立訓練事業費までの５つの事業は、訓練に係る施設等利用料の支援の経費を計上しております。

４３ページ、相談支援事業からは、町が実情に応じて実施する障害者地域生活支援事業でござ

います。このうち重度障害児者等日中支援事業及び重度障害児者等短期入所利用支援事業でござ

いますが、これは重度の肢体不自由と知的障害が重複する重症心身障害児者の方への支援強化の

ために、受け入れ事業所に対しまして県と町が３分の１ずつの助成を行うものでございます。

老人福祉費、敬老記念行事補助金でございますが、これは７５歳以上の長寿者を祝う事業を実

施される集落に対しまして、長寿者１名につき８００円とし、補助金を交付するものでございま

す。

それから次に、外出支援サービス事業委託費でございますが、これは要介護状態の高齢者の方

などの通院の送迎を社会福祉協議会に委託して行っているものでございます。

次に、高齢者交通費助成事業でございますが、年々増加する要支援を初め高齢者の方などがみ

ずからが通院、買い物等ができるようにすることで、地域で安心して暮らせるとともに、自立や

充実した生活の支援の一つとして実施するもので、要介護認定を受けられ公共バスの利用が困難

な高齢者等の方に対しまして、上限を５，０００円とし、タクシーの利用料を助成するものでご

ざいます。

続きまして、４４ページでございます。特別医療対策費の特別医療給付費（高校生等医療費助

成）でございますが、これは中学生までの年齢の方に対して行っている特別医療の対象を高校生

相当の世代まで拡大して町単独助成事業として新規に実施するものでございます。
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４５ページ、児童福祉総務費、医療型児童発達支援事業から高額障害児通所給付事業までは、

障害児の方の通所系サービスの利用料の支援をするものでございます。

めくっていただきまして、４７ページでございます。予防費につきましては、定期予防接種及

び任意予防接種に係る費用を計上させていただいております。

さらにめくっていただきまして、４８ページでございます。健康対策費につきましては、食育

の推進、がん検診、ノルディックウオーク、健康マイレージなど健康づくりに取り組む予算を計

上させていただいております。

健康福祉課関係は以上でございます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山田 道治君） 岩山農林課長。

○農林課長（岩山 靖尚君） 農林課に関係する主なものについて御説明いたします。予算書の説

明欄で説明をさせていただきます。予算説明資料では１０１ページから１１３ページに記載して

おりますので、ごらんください。

では、予算書５０ページをお願いいたします。農林水産事業費、農林費の農業振興費、説明欄

６行目からでございます。グリーンサービス運営補助金につきましては、耕作放棄地水田の受託

を進め、地大豆の生産拡大等の取り組みの推進を図るため運営を支援するものでございます。

５１ページをお願いいたします。５行目の農地維持支払交付金は、日本型直接支払制度で農地

のり面の草刈り、水路の泥上げ等の作業に取り組むものを支援するものでございます。

次の農地⋞水保全管理支払交付金事業は、日本型直接支払制度で継続して２３集落が取り組ん

でいる水路及び農道の補修を支援するものでございます。

次に、新規就農者総合支援事業は、国の青年就農交付金により国の交付要件の対象となる就農

者３名の支援に係る経費でございます。

次の三朝町農業再生協議会補助金は、経営所得安定対策の推進を柱に三朝町農業の活性化の活

動を支援するものでございます。

地域おこし協力隊活動費は、都市圏から隊員を採用し、農業分野のため新たな担い手として技

術の習得、農産物の販路拡大等に係る活動費でございます。

次に、水田地力増進対策事業費として、堆肥を使った土づくりを支援するものでございます。

対象作物は、水稲ではきぬむすめとコシヒカリ、地大豆三朝神倉につきましては連作障害を減ら

し品質向上を図るため支援するものでございます。

次のメイド⋞インみささプロジェクト支援事業は、三朝町産の農産物を認証するシステムを導

入し、生産者及び農産物の生産状況などをデータ化し、販売促進の支援に係る経費でございます。
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次の中山間地域等直接支払交付金は、農地の保全を図るため町内３９協定の交付金で、３期対

策の最終年度でございます。

次に、とっとり発！６次産業化総合支援事業補助金は、地大豆三朝神倉の生産拡大及び品質向

上を図るため大豆乾燥機を整備するものでございます。

鳥獣被害総合対策事業費補助金につきましては、鳥獣の侵入を防ぐ対策と個体を減らす対策と

いたしまして、猟期間のイノシシ、鹿についても捕獲奨励金を交付することとしております。

次の鳥獣被害防止総合対策事業は、増加する鳥獣被害対策のために前項に計上しております鳥

獣対策事業とあわせて国の基金を活用して集落で設置していただく侵入防止柵の材料に係る経費

でございます。

５２ページをお願いいたします。地籍調査費でございます。継続８地区、新規４地区の予定を

しております。

次に、５３ページをお願いいたします。林業振興費、下の項目でございますが、ナラ枯れ被害

対策費は、増加が見込まれるナラ枯れ対策といたしまして、薬剤駆除を予定しております。

５４ページをお願いいたします。緑の産業再生プロジェクト事業補助金ですが、県の基金事業

でございます。本年度は森林境界の明確化３００ヘクタールを実施いたします。

次に、竹林整備地域活動支援補助金は、荒廃する竹林を整備するため本年度は１．２ヘクター

ルの整備を予定しております。

次の松くい虫防除事業につきましては、今年度１９４ヘクタールで松くい虫の空中散布防除な

どを実施することとしております。

間伐促進事業補助金でございます。間伐材の搬出を促進するための助成でございます。

次の町行造林費の三朝町基本財産林保育事業につきましては、分収契約地で搬出間伐をして、

その売り払い収入のうち地元収入分を計上しております。町行造林の森林国営保険料は、森林の

状況により４６２ヘクタールを対象として保険を掛けております。

以上、農林課の所管するものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） しばらく休憩します。再開を１３時にします。

午前１１時５８分休憩

午後 ０時５７分再開

○議長（山田 道治君） 再開いたします。

発言の訂正をいたします。陳情の委員会付託で、陳情第２号において、特定機密保護に関する
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法律と申しましたが、正しくは特定秘密の保護に関する法律ですので、訂正いたします。

引き続き議案の細部説明を求めます。

真嶋農業委員会事務局長。

○農業委員会事務局長（真嶋 峰和君） 議案第５号、平成２６年度三朝町一般会計予算、農業委

員会所管の主な歳出について説明いたします。予算書で説明しますが、予算説明資料では１１４

ページ、１１５ページでございます。

予算書４９ページをごらんいただきたいと思います。農業委員会費、農業委員一般活動費につ

きましては、農業委員会等に関する法律や農地法に基づいた基本的な業務を行い、優良農地の確

保、農地流動化の推進、担い手育成、遊休農地の防止等の活動経費を計上したものでございます。

次に、説明欄６行目に当たると思いますけど、農地中間管理集積支援事業につきましては、従

来の農地制度実施円滑化事業の組みかえ事業として、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化

を進める担い手への農地利用の集積、集約化を進めるために農地中間管理機構が創設されました。

その支援事業として、遊休農地等の所有者などに対する利用意思調査、権利調査など新たに農業

委員会での業務が追加されました。その経費として、通常経費と臨時職員雇用人件費とあわせて

計上したものでございます。

次に、予算説明資料の１１５ページでございます。予算書５１ページをごらんください。農業

振興費でございますが、説明欄下から４行目となりますが、町民農園事業につきましては、町民

農園利用施設として、手押しポンプ用の掘削委託料として、通常の管理費とあわせて計上したも

のでございます。

その下でございますが、担い手規模拡大促進事業補助金につきましては、町内認定農業者の利

用権設定による経営の安定化、優良農地の維持、耕作放棄地を防ぐための支援費として計上した

ものでございます。

以上、農業委員会事務局の主な歳出でございます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山田 道治君） 次に、椎名企画観光課長。

○企画観光課長（椎名 克秀君） 企画観光課の主な事業につきまして、予算書で説明させていた

だきます。予算説明資料では１１６ページから１３８ページまででございます。

それでは、予算書の３１ページをお願いいたします。文書広報費でございますが、２行目の町

勢要覧作成事業といたしまして、町勢要覧３００部を作成する経費を計上させていただいており

ます。

続きまして、３３ページをお願いいたします。企画費でございますが、上から５行目の三徳山
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周辺支援活用地域づくり検討委員会費では、国立公園編入に伴います三徳山周辺や小鹿渓周辺の

活用策と環境整備策を検討いたしますため委員会を設立するものでございます。

その下の番号制度施行に向けたシステム設計改修事業につきましては、番号制度導入に向けた

住民基本台帳システム等の改修に係る経費を計上したものでございます。

企画費の下から２行目でございますが、ふるさと健康むら整備事業費につきましては、ふるさ

と健康むら内の既存の４施設につきまして、経年劣化に伴います雨漏りや外壁、内周補修を行う

ための改修工事費用を計上させていただいております。

はぐっていただきまして、３４ページでございます。諸費の上から９行目でございますが、バ

ス運行対策費補助金でございます。内容につきましては例年どおりでございますが、前年度の実

績額で計上させていただいておりまして、その年の実績に基づきまして年度末に補正で対応させ

ていただいております。

３４ページ、一番下でございますが、ＮＨＫ公開番組開催事業費で、行政報告でもございまし

たが、ＮＨＫ鳥取放送局と町の共催によりまして「真打ち共演」というラジオの公開番組を５月

１０日に町総合文化ホールで行うものでございます。

続きまして、４０ページをお願いいたします。統計調査費でございますが、上から３行目の農

林業センサス費につきましては、５年に１回全国の農家等を対象に調査が行われるもので、調査

基準日は来年２月１日となっております。

予算書はぐっていただきまして、５３ページをお願いいたします。多目的展示施設管理費でご

ざいます。昨年７月に結びました基本協定書に基づきまして施設の管理委託を行うものでござい

ます。

はぐっていただきまして、５５ページ、商工振興費の一番下のプレミアム商品券発行事業でご

ざいますが、これは、開湯８５０年の記念とあわせまして春からの消費税増税に伴います経済対

策として町商工会が発行される商品券の特典部分に補助をいたしまして、地域経済の活性化を促

すものでございます。

はぐっていただきまして、５６ページ、観光費の中ほどでございますが、三朝温泉街周遊拠点

施設整備につきましては、温泉街に多目的駐車場を整備するものでございますが、用地取得費と

測量設計費を計上させていただいております。用地造成費につきましては、測量設計後に別途補

正で提案させていただきたいと考えております。

続いての三朝温泉入り口観光案内広告塔設置事業につきましては、温泉街への西側からの玄関

口となりますキュリー公園に電光掲示の誘導塔を設置するもので、その下の温泉街観光誘導塔設
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置事業につきましては、温泉街への東側からの玄関口となります高原入り口周辺と国道１７９号

からの案内のための誘導塔を道の駅周辺に設置するものでございます。

また、その下の三徳山因伯の名水遊歩道整備事業及び仮称三徳山休憩待合所整備事業につきま

しては、三徳山周辺の国立公園編入を機に多くの観光客が来られることが想定されますことから、

既存の遊歩道の改修とバスの待合及び休憩機能を備えた施設を整備しようとするもので、休憩待

合所整備事業につきましては実施設計費のみを計上させていただいており、工事費につきまして

は設計後に補正で提案させていただきたいと考えております。

続きまして、５７ページ、観光費の下から６行目でございますが、三朝温泉開湯８５０年記念

事業でございます。２６年度につきましては、ソフト事業のメーンの年となりますことから、こ

の節目を観光ＰＲの好機として捉えまして、テレビ宣伝などの広告宣伝事業や春、夏、秋に開催

いたしますイベント事業、それから各地域との連携によります既存事業でありますとか８５０年

の特別企画の事業を行います誘客受け入れ対策事業に取り組ませていただきたいというものでご

ざいます。

最後に、下から４行目の健康と温泉フォーラム三朝大会開催費につきましては、ラドン、ラジ

ウム温泉の健康効果をテーマに三朝温泉でのフォーラムを開催し、三朝温泉の健康効果を全国に

向けて発信していく機会にしていきたいという経費を計上させていただいております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 次に、早苗建設水道課長。

○建設水道課長（早苗 睦巳君） 一般会計予算につきまして、建設水道課の所管に関係する主な

ものについて御説明させていただきます。予算書で説明させていただきますけれども、予算説明

資料では１３９ページから１５７ページまでで記載しておりますので、ごらんいただければと思

います。

それでは、予算書の３５ページ中段でございます。総務費、防災諸費の建築物耐震診断改修費

補助金といたしまして、一般住宅、大規模旅館の耐震診断に係りますそれぞれの費用を計上した

ものでございます。

続きまして、予算書の４７ページでございます。４７ページの衛生費、環境保全対策費の小型

合併処理浄化槽整備事業は、浄化槽整備促進を図るために設置に係ります個人負担の上限を３０

万円といたしまして、設置補助に係ります費用を計上したものでございます。

次に、５１ページになります。５１ページ下段の農林水産業費、農地費の農業農村整備事業費

は、坂本⋞牧地区の水路改修を行うための費用、また農業用施設等維持管理修繕補助金は、集落
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で実施されます農業用施設の修繕工事に係ります補助金に係ります費用を予算計上したものでご

ざいます。

次に、５４ページでございます。５４ページ下段の農林水産業費、林業費の林道管理費は、町

で管理しております林道１９路線に係ります管理経費を計上しております。また、県営林道開設

事業負担金につきましては、林道波関俵原線の開設に係ります負担金を計上したものでございま

す。

次に、５５ページ上段でございます。大規模林道事業費につきましては、林道用瀬－三朝区間

及び三朝区間の受益者賦課金負担軽減に係ります助成金及び現在開設工事を行っております林道

若桜江府線小河内－曹源寺間の用地取得事業に係ります費用を計上したものでございます。

次に、５９ページでございます。５９ページの土木費、道路維持費では、町道の維持修繕に係

ります経費及び除雪機械整備費といたしまして歩道除雪機械３台の整備を予定したものでござい

ます。また、社会資本整備総合交付金事業といたしまして、町道４路線の舗装補修等に係ります

費用を計上したものでございます。

中段の土木費、道路新設改良費では、町道整備事業費といたしまして、町道下河原荒尾線ほか

の舗装工事、県営道路事業費の負担金に係ります費用を計上したものでございます。

下段の橋梁維持費でございますけれども、町道橋の維持管理費用及び橋梁補修事業といたしま

して、昨年度補修の調査設計を行いました久鳥橋の補修工事及び横手橋の補修調査設計に係りま

す費用を計上したものでございます。

次に、６０ページの上段でございます。土木費、河川総務費では、主に県営急傾斜崩壊対策事

業負担金に係ります費用を計上したものでございます。

下になりますけれども、住宅管理費でございます。町営住宅の維持管理に係ります経費及び今

年度につきましては昭和５６年以前に建築しました町営住宅の耐震診断を行うこととし、所要の

額を計上したものでございます。

飛びますけども、７２ページでございます。７２ページからですが、災害復旧費、現年発生農

林水産施設災害復旧費及び現年発生公共土木施設災害復旧費では、農地、農業用施設、林道、町

道、河川の災害復旧に係る費用といたしまして、災害発生時に緊急に対応ができるよう費用計上

したものでございます。

以上が建設水道課所管に係ります主なものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 遠藤教育総務課長。

○教育総務課長（遠藤 英臣君） 教育総務課の主な事業につきまして、予算書で説明させていた
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だきます。説明資料では１５８ページから１７０ページまでとなっております。

予算書３３ページ、ごらんいただきたいと思います。中ほどに中学生手づくり訪仏事業がござ

います。友好姉妹都市のラマルー⋞レ⋞バン町との交流事業で、中学生６人を派遣し国際交流を

深めるものでございまして、豊かな感性と国際感覚を身につけさせたいとするものでございます。

１０月に実施を予定いたしております。

次の台中市石岡区との中学生相互交流事業でございます。本年度に引き続いて中学生１２人を

派遣するもので、これは夏休みに実施を予定するものでございます。

はぐっていただきまして、６３ページ、お開きいただきたいと思います。事務局費の中に三朝

町教育研究会補助金がございます。町内の学校の先生など１１２名を会員といたしまして、各学

校間の緊密な連携を深め、三朝町教育の充実、向上を図ることといたしております。

はぐっていただきまして、６４ページでございます。３行目に山口恵梨子将棋大会補助金がご

ざいます。三朝町をふるさとにされる山口女流棋士を招いての将棋大会を行うもので、実行委員

会を組織して、将棋大会、そして小学校への指導などを考えております。

その下、教育改革ステップアップ事業でございます。先生の指導力向上を図るために必要な教

材費等を購入するものでございます。

その下、小学校教材副読本作成事業でございます。三朝温泉開湯８５０年記念事業といたしま

して取り組むことといたしております。小学校の社会の学習の補助教材として、三朝温泉の歴史

ということを中心として作成することといたしております。

小学校費のやや下のほうでございます。特別支援教育費がございます。本年度に引き続き特別

支援教育支援員を小学校に１人、西小３人、南小１人を配置することといたしております。

その下、複式学級の経費でございます。複式学級を解消するために、南小、東小にそれぞれ１

名の先生を確保するため、県への協力金として１人５００万円を負担するものでございます。本

年度に比べまして１人少ない配置といたしております。

一番下、小学校施設管理一般経費でございます。一般経費のほかに東小、西小の正面玄関に防

犯カメラを設置することといたしております。

６５ページに移ります。一番上の小学校施設管理特別経費でございます。ストーブでございま

すが、二酸化炭素検査の結果で数値の悪かった９台を更新しようとしております。

３行目でございます。小学校施設修繕費でございますが、平成２７年度に西小学校で１クラス

がふえることになります。その前年の２６年に普通教室を確保するため、その改修を行うなどの

経費となっております。
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中ほど、小学校遠距離通学費の補助金でございます。本年度まで通学距離が４キロメートルを

超える部分の児童の通学に補助しておりますが、保護者の経済的負担をさらに軽減するというこ

とで、これを２キロメートル以上に補助を拡大することといたしております。

次に、小学校のＯＡ機器等整備事業費でございます。小学校のパソコンのサーバー機器等の更

新でございまして、５年分割の１年目の経費を計上したものでございます。

はぐっていただきまして、中学校費でございます。６６ページの上のほうに不登校支援員配置

事業がございます。これにつきましては、１２月補正予算でお認めいただいたものでございまし

て、ことし１月から支援員を配置いたしておりますが、新年度も引き続き配置したいとするもの

でございます。

中段やや下のほうに学校施設環境改善交付金事業がございます。これにつきましては、中学校

のグラウンドに全天候型ランニングコース、幅４メーター、長さ８０メートル程度の整備とあわ

せまして屋外照明施設２基を設置しようと考えております。

その下、中学校施設改修費でございます。小ホールの床の修繕を考えております。

その下、教育振興費でございます。中学校遠距離通学費補助金でございます。これにつきまし

ても、現在は６キロメートル以上ということに補助いたしておりますが、これを２キロメートル

以上ということに区域拡大するものでございます。

はぐっていただきまして、予算書６９ページでございます。文化財調査費になりますが、三徳

山行者道保存修理事業でございます。三仏寺が事業主体となるこの事業、３００万円で予定され

ておりますが、その１６分の１を町が補助するものでございます。

３行目、三徳山遺跡発掘調査等事業費でございます。埋蔵文化財の調査として、正善院の建物

及び庭園範囲の確認等で、町が事業主体となって正善院の敷地内などの試掘を行うものでござい

ます。

次に、正善院保存修理事業補助金でございます。一番下でございますが、名勝及び史跡三徳山

の重要な構成要素である正善院の修復整備の実施設計につきまして、その１６分の１の割合を補

助しようとするものでございます。

はぐっていただきまして、７０ページでございます。三徳山世界遺産登録支援イベント事業補

助金でございます。三朝温泉開湯８５０年の記念の年でございまして、三徳山御幸行列が４月２

０日に三朝温泉街まで大回りするという計画になっておりまして、補助金交付要綱によりまして

上限の１００万円を予算化したものでございます。

７１ページに移りますが、一番下、調理センター職員人件費でございます。アレルギー対策に
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万全を期すための賃金も加えての計上でございます。

以上でございます。

○議長（山田 道治君） 西田生涯学習課長。

○生涯学習課長（西田 寛司君） 生涯学習課所管の予算について、主なものを予算書をもって御

説明申し上げます。予算説明資料については、１７１ページから１８０ページをあわせてごらん

いただきたいと思います。

まず初めに、予算書の４１ページをごらんください。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費で

ございます。説明欄の下から４番目にあります人権啓発講演会等事業についてでございますが、

県の委託事業を活用し、人権同和教育講座と差別をなくする三朝町集会を引き続き開催しようと

するものでございます。

次に、５２ページをごらんください。農林水産費、農業費、農林研修施設等管理費についてで

ございます。説明欄の上から７番目にありますトレーニングセンター耐震改修事業についてでご

ざいますが、この施設は平成２５年度に実施しました耐震診断の結果に基づき本年度、２６年度、

耐震改修を行おうとするものでございます。あわせて屋根などの老朽化対策も一緒に行おうとす

るものでございます。

続いて、予算書６７ページをごらんください。教育費、社会教育費、社会教育総務費について

御説明申し上げます。説明欄の１１番目にあります人権同和教育推進協議会委託金についてでご

ざいますが、保育園、学校、保護者、地域、事業所で組織されました町人権同和教育推進協議会

に人権同和教育事業を委託するもので、国、県と連携しながら、あらゆる差別の解消を目指し、

草の根の活動を展開するものでございます。

続いて、その同じ欄の下から７番目あたりに未来を拓けみささっ子創造事業がございます。こ

の事業は、多感な時期にある中学生が自分自身を見詰め直し、たくましく成長する機会の一つと

なるよう、そのような講演会を開催しようとするものです。講師の選定に当たっては、中学校と

相談し、中学生の実態に即した効果的な講演会にしてまいりたいと考えております。

同じ欄の下から３番目の地域が育てる子ども総合対策事業でございますが、自然体験事業、通

学合宿事業の経費を計上させていただいております。町民皆さんの力をおかりして、子供たちに

さまざまな体験活動を通してみずから学び成長していくことができるやさしくたくましい三朝の

子供を育てるための事業でございます。

下から２番目の三朝町⋞城陽市文化スポーツ交流事業でございますが、本町の小学生２０名を

募集し、城陽市に派遣し、城陽の小学生と交流する事業を実施するものでございます。この事業
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は１年置きに受け入れ、訪問を行っておりまして、２４年度に引き続き２回目の派遣となるもの

でございます。

続いて、予算書７０ページをごらんください。保健体育総務費でございますが、上から３番目

にあります三朝町体育協会委託金につきましては、町民１人１スポーツを目標に、各種体育事業

の実施と競技団体の育成強化及び活動支援を行うために町体育協会に事業を委託するものでござ

います。

続いて８番目にございます第２４回全日本古希軟式野球大会でございますが、この大会が２６

年度、中部一円で開催され、本町におきましても、競技会場、選手宿泊所として御利用いただく

ことになっております。その開催経費の一部を補助するものでございます。

予算書７１ページをごらんください。体育施設管理費についてでございます。これにつきまし

ては、野球場を初めとする体育施設の光熱水費など維持管理のための経費を計上させていただい

ております。

以上、生涯学習課関係の予算でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 次に、松原生涯学習課参事。

○生涯学習課参事（松原 照宗君） 文化ホール、図書館の所管について、主な内容につきまして

説明させていただきます。予算書で説明させていただきます。予算説明資料では１８１ページ、

１８２ページで説明していますので、ごらんいただきたいと思います。

初めに、予算書３６ページ、総務費、文化ホール費です。文化ホール施設管理費につきまして

は、施設の安全性と快適性を確保するための維持管理をする経費で、主なものにつきましては、

光熱水費、建物清掃、舞台つりもの、エレベーター保守点検などの各種保守委託料、それから経

年劣化によるエレベーター２台のワイヤーロープの取りかえ修繕、舞台照明器具修繕に係る費用、

多目的ホールにプロジェクターを設置する費用などを計上したものでございます。

次に、６９ページ、教育費、図書館費でございます。図書館一般管理経費につきましては、利

用者サービスの向上、子供読書活動の推進等を図るもので、臨時職員の賃金、ブックスタート、

図書館まつり、図書館システム保守等に係る費用を計上したものでございます。

次に、図書等整備費は、新刊図書、雑誌等の迅速な確保、絵本、紙芝居の充実、郷土資料、行

政資料などの収集整備を図るための費用を計上したものでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 以上で議案第５号、平成２６年度三朝町一般会計予算に関する細部説明

を終わります。
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続きまして、議案第６号、平成２６年度三朝町国民健康保険事業特別会計予算、議案第７号、

平成２６年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第８号、平成２６年度三朝町介護保

険事業特別会計予算について、前田健康福祉課長。

○健康福祉課長（前田 敦子君） 議案第６号、平成２６年度三朝町国民健康保険事業特別会計予

算について御説明させていただきます。予算説明資料は１８３ページでございます。予算書で御

説明をさせていただきます。

予算書、表紙の次のページでございます。歳入歳出予算の総額は、それぞれ８億６，８００万

円でございます。

歳入、予算書６ページから７ページに掲げてございます。国民健康保険税は７ページの上段に

記載してございますが、１億５，５６４万６，０００円を計上しております。

めくっていただきまして８ページでございます。８ページの上段に前期高齢者交付金でござい

ますが、これは６５歳から７４歳の年齢構成の遍在によるものを調整するものでございまして、

交付されるものでございます。

以下、所定の歳入を予定しまして、９ページでございます、繰入金として、一般会計と財政調

整基金の繰り入れを予定しております。

歳出でございます。予算書１１ページから１２ページでございます。１２ページをめくってい

ただきたいと思います。１２ページに保険給付費、療養諸費でございます。これは全体額を見込

みまして５億２，５７７万９，０００円、及び高額療養費に８，０４５万５，０００円を計上さ

せていただいております。

１４ページをお開きください。共同事業拠出金でございますが、これは高額な医療費を県単位

で調整し、国保財政の安定化を図るものでございます。

１５ページの保健事業費でございますが、ここでは特定健康診査や人間ドック等の検診あるい

は慢性腎臓病予防の講演会、そしてジェネリック医薬品差額通知などに取り組む事業費を計上し

ております。

なお、現在、所得税の確定申告中でございまして、その結果により税率を改定させていただく

ようなことがある場合は改めて議会に御相談をさせていただきますので、よろしくお願いしたい

と思います。

続きまして、議案第７号、平成２６年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計予算について御説

明をさせていただきます。

予算説明資料は１８４ページに掲げてございます。この会計は、鳥取県後期高齢者医療広域連
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合が保険者となって実施する満７５歳以上の高齢者を対象とする医療制度の保険料を収納しまし

て、一般会計からの繰入金とあわせて広域連合に納付する会計でございます。

予算書の表紙の次のページをお開きください。歳入歳出予算の総額でございますが、８，７８

０万円でございます。

歳入につきましては４ページでございます。この歳入のうち保険料収入を５，３４０万５，０

００円としまして、５ページに歳出でございますが、後期高齢者医療広域連合納付金として８，

６１５万２，０００円、これは町で徴収する保険料と保険料軽減額相当分などでございます。

続きまして、議案第８号、平成２６年度三朝町介護保険事業特別会計予算について御説明をさ

せていただきます。

予算説明資料は１８５ページでございます。予算書の表紙の次のページでございますが、まず、

３年を１期とする三朝町高齢者福祉計画、第５期介護保険事業計画の最終年度に当たります。ま

た、第６期介護保険事業計画策定の年でもあります。この会計の歳入歳出予算総額でございます

が、９億２，０５０万円でございます。

歳入は予算書の５ページでございます。保険料収入を１億４，７０８万円を見込みまして、そ

のほか国庫支出金、支払い基金交付金、県支出金、繰入金など、それぞれ定められた割合による

額を計上させていただいております。

歳出でございますが、１０ページをめくっていただけますでしょうか。１０ページの中ほどか

ら、２款の保険給付費、これにつきましては、平成２４年度及び２５年度の今までの給付状況を

勘案しまして９億２５９万３，０００円を計上させていただいております。

めくっていただきまして１２ページでございます。５款の地域支援事業費でございますが、こ

れは市町村が行う介護予防を目的とした事業を実施するものでございます。１項の介護予防事業

費でございますが、これは三朝町版の介護予防体操「湯けむり体操ラ⋞ドン！」の普及に取り組

むほか、認知症予防講演会等の普及啓発の事業でございます。２項の包括的支援事業⋞任意事業

費、これは包括支援センターの運営費や緊急通報サービス、配食サービスなどの予算を計上をさ

せていただいております。

以上でございます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山田 道治君） 議案第９号、平成２６年度三朝町簡易水道事業特別会計予算、議案第１

０号、平成２６年度三朝町温泉配湯事業特別会計予算、議案第１１号、平成２６年度三朝町下水

道事業特別会計予算、議案第１２号、平成２６年度三朝町集落排水処理事業特別会計予算につい

て、早苗建設水道課長。
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○建設水道課長（早苗 睦巳君） 議案第９号、平成２６年度三朝町簡易水道事業特別会計予算に

ついて御説明させていただきます。予算書のほうで説明させていただきますけれども、予算説明

資料でいきますと１８６ページで記載しておりますので御確認いただきたいと思います。

表紙をはぐっていただきまして、今年度の歳入歳出予算を３，７７０万円としております。

予算書の５ページをごらんいただきたいと思います。歳入の主なものといたしまして、給水使

用料といたしまして１，９７０万８，０００円、それと一般会計繰入金といたしまして６３８万

１，０００円を予定しております。

７ページをごらんいただきたいと思います。歳出の主なものといたしまして、簡易水道管理費

といたしまして、町内の簡易水道施設３６カ所の管理をする経費といたしまして１，２９３万３，

０００円、そして簡易水道改良事業といたしまして、老朽化しております小河内地区の送水管の

改修の費用並びに急な断水を未然に防止するために本年度から年次的に設置していきます配水池

の水位低下を通報する機器の整備といたしまして合計で９３６万２，０００円、それと基金費と

いたしまして簡易水道等改修基金積立金といたしまして２０７万８，０００円、そして公債費の

償還費用に係ります８０２万７，０００円を予定しております。

以上が平成２６年度三朝町簡易水道事業特別会計予算の説明でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。

続きまして、議案第１０号でございます。議案第１０号、平成２６年度三朝町温泉配湯事業特

別会計予算について御説明させていただきます。表紙をはぐっていただきます。予算説明資料で

いきますと１８７ページに記載しておりますのでごらんいただきたいと思います。

今年度の歳入歳出予算を２，４８０万円としております。予算書４ページをごらんいただきた

いと思います。歳入の主なものといたしまして、温泉配湯使用料といたしまして２，４１８万２，

０００円を予定しております。

５ページに、歳出の主なものといたしまして、温泉配湯施設の管理経費といたしまして１，３

４４万４，０００円、そして温泉配湯改良事業といたしまして建設から３０年以上経過しており

ます山田地区の配水管を年次的に更新することといたしまして、今年度は測量設計費といたしま

して４５０万円を予定しておるとこでございます。基金費といたしまして、財政調整基金に積み

立てるということで６４６万４，０００円を予定しているところでございます。

以上、平成２６年度三朝町温泉配湯事業特別会計予算の細部説明でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。

続きまして、議案１１号でございます。議案第１１号、平成２６年度三朝町下水道事業特別会
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計予算について御説明させていただきます。予算書で説明いたしますけれども、予算説明資料で

は１８８ページで説明しておりますのでごらんいただきたいと思います。

表紙をはぐっていただきまして、今年度の歳入歳出予算を３億２，９３０万円としておるとこ

ろでございます。

予算書の６ページをごらんいただきたいと思います。歳入の主なものといたしまして、下水道

の使用料といたしまして１億３，６８２万２，０００円、それと下水道負担金といたしまして８

２万９，０００円、それと国庫補助金といたしまして４９１万４，０００円、それから一般会計

からの繰り入れといたしまして１億６，１４１万８，０００円、それと下水道債の借り入れとい

たしまして２，４３０万円を予定しているところでございます。

８ページでございます。歳出の主なものといたしまして、基金費といたしまして財政調整基金

の積立金といたしまして５９９万６，０００円、それから施設管理費といたしまして流域下水道

の維持管理負担金といたしまして７，１６２万円、それから９ページの天神川流域下水道事業に

係ります負担金といたしまして１，９７８万円、それと下水道施設の改修計画を策定するために

長寿命化計画の策定費といたしまして９８２万８，０００円、それと公債費といたしまして起債

の償還に充てる費用といたしまして２億３３５万３，０００円を予定しております。

以上が平成２６年度三朝町下水道事業特別会計予算の細部説明でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

続きまして、議案１２号でございます。平成２６年度三朝町集落排水処理事業特別会計予算に

ついて御説明させていただきます。予算書で説明いたしますけれども、予算説明資料でいきます

と１８９ページに記載しておりますのでごらんいただきたいと思います。

表紙をめくっていただきまして、今年度の歳入歳出予算を９，４４０万円としております。予

算書の４ページをごらんいただきたいと思います。歳入の主なものといたしまして、施設の使用

料といたしまして２，１００万８，０００円、一般会計からの繰入金といたしまして７，２６８

万７，０００円を予定しているところでございます。

５ページからが歳出の主なものとしております。集落排水処理施設１３施設の管理費と、それ

と施設の今後の改修計画等の作成費などを合わせまして２，８４９万２，０００円、それから６

ページに記載しておりますけれども、公債費といたしまして起債償還費といたしまして６，５２

４万１，０００円を予定してるところでございます。

以上が平成２６年度三朝町集落排水処理事業特別会計予算の細部説明でございます。よろしく

お願いいたします。
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○議長（山田 道治君） 次に、議案第１３号、平成２６年度三朝町分譲宅地造成事業特別会計予

算について、小椋町民課長。

○町民課長（小椋 泰志君） 議案第１３号、平成２６年度三朝町分譲宅地造成事業特別会計予算

について御説明をいたします。予算説明資料は１９０ページであります。この会計は、町営山田

墓地の貸し付けに関する会計でございます。

表紙をめくっていただきまして、この会計の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６７４

万円としております。

予算書３ページ、歳入につきましては、使用者が決定していない１８区画の貸し付け収入を見

込んでおります。歳出につきましては前年度の繰り上げ充用金を計上しております。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 議案第１４号、平成２６年度三朝町財産区特別会計予算について、大村

財務課長。

○財務課長（大村 哲也君） 議案第１４号、平成２６年度三朝町財産区特別会計予算について御

説明申し上げます。

議案書の表紙をはぐっていただきましてごらんいただきたいと思いますが、この会計では５つ

の勘定を設けてそれぞれ掲げております。小鹿財産区勘定が６４万円、三徳財産区勘定が４３０

万円、三朝財産区勘定が７０万円、旭財産区勘定が１９３万円、竹田財産区勘定が１，４００万

円で、５つの財産区の予算合計では２，１５７万円となっております。

予算書の予算説明資料の１９１ページに財産区特別会計の集計表がありますので、ごらんいた

だきたいと思いますが、各財産区管理会ともそれぞれ基本的な財産管理経費のほか、縁故使用と

しての貸し付け並びに公共事業等での財産処分に伴う収益者への交付金等が措置されてるところ

でございますが、竹田財産区会計につきましては、通年事業に加えまして今年度、関係集落１１

集落への集落活性化交付金を交付することとしまして、関係費用を計上させていただいているも

のでございます。

簡単ですが、以上で平成２６年度三朝町財産区特別会計の細部説明とさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 議案第１５号、平成２６年度三朝町水道事業会計予算について、早苗建

設水道課長。

○建設水道課長（早苗 睦巳君） 議案第１５号、平成２６年度三朝町水道事業会計予算について

御説明させていただきます。予算書のほうで説明させていただきますけれども、予算説明資料で
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いきますと１９２ページに記載しておりますのでごらんください。

はぐっていただきまして、平成２６年度の今年度の業務予定量といたしましては、給水戸数２，

０３７戸、年間総給水量８０万９６７立方メートル、１日平均給水量といたしまして２，１９４

立方メートルを見込んでおるところでございます。収益的収入及び支出の予定額につきましては、

水道事業収益を１億６，１３０万円、水道事業費用を１億３，７３０万円を見込んでおるところ

でございます。

予算の明細につきましては、２２ページからの費目明細書をごらんいただきたいと思います。

損益勘定の水道事業収益では、水道料金といたしまして１億１，０４５万７，０００円、それと

受託工事収益といたしまして５４７万４，０００円、その他営業収益といたしまして７２５万円

を予定しておるところでございます。営業外収益といたしましては、地方公営企業会計制度の見

直しがございまして、従来、資本剰余金としておりました工事負担金及び国庫補助金等につきま

して、今年度から新たに長期前受け金戻入額といたしまして処理することに伴いました額といた

しまして３，６０２万６，０００円を予定しておるところでございます。また、その他営業外収

益といたしまして、新規給水負担金等で１０６万円を予定しておるところでございます。

２３ページでございます。水道事業費用では、営業費用といたしまして原水及び浄水費といた

しまして６９９万１，０００円、配水及び給水費といたしまして２，１１８万２，０００円、２

４ページでございますけれども、受託工事費といたしまして５７７万４，０００円、総係費とい

たしまして職員５名分の人件費及び手数料等で４，６７６万５，０００円、それから２５ページ

でございますが、減価償却費でございますけれども、４，６２４万９，０００円、それと資産減

耗費といたしまして６５万４，０００円を予定しているところでございます。営業外費用といた

しましては、企業債の償還、利息、消費税といたしまして５７６万９，０００円、予備費は３９

１万６，０００円でございます。

２６ページからが、資本勘定につきましては、資本的収入といたしましては企業債の借り入れ

といたしまして４，０００万円を予定しているところでございます。資本的支出の６，８００万

円を予定しております。これにつきましては建設改良費４，９８０万６，０００円につきまして

は、主なものといたしまして粟谷配水池の耐震補強設計及び新水源削井工事などを予定しており、

企業債償還金といたしまして１，７９８万４，０００円を予定しておるところでございます。

１ページに戻っていただきまして、１ページの下段のほうに書いておりますけれども、資本的

収支の不足額２，８００万円につきましては、過年度分損益勘定留保資金２，８００万円をもっ

て補填することとしております。
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以上が平成２６年度三朝町水道事業会計予算についての細部説明でございます。どうぞよろし

くお願いします。

○議長（山田 道治君） 次に、議案第１６号、平成２６年度三朝町国民宿舎事業会計予算につい

て、小椋国民宿舎支配人。

○国民宿舎支配人（小椋 誠君） 議案第１６号、平成２６年度三朝町国民宿舎事業会計予算に

ついて御説明を申し上げます。

予算書の１ページから業務予定量を載せておりますが、説明資料の１９６ページとあわせてご

らんをいただきたいと思います。第２条の業務の予定量でございますが、事業量の見込みにより

宿泊者数を２万２，０００人、休憩者数につきましては入湯者を２万４，０００人、一般休憩を

１，０００人、各室使用２万６，５００人で、合計５万１，５００人としたところでございます。

結婚式につきましては２０組を予定しております。

以上の事業予定量に向けた集客内容につきましては、予算説明資料の１９３ページから１９５

ページに載せておりますのでごらんをいただきたいと思います。

次に、第３条の収益的収支でございますが、第１項の営業収益は、先ほど申しました事業計画

により３億２，３３２万２，０００円としております。第２項の営業外収益を、営業外収入、そ

の他営業外収入を含め５６７万８，０００円、合計いたしまして事業収益は３億２，９００万円

でございます。営業外収益には近年の営業収益の落ち込みもあり、会計上、収益勘定におきまし

て不足が見込まれますのでその他営業外収入として５１０万５，０００円を計上しておりますが、

引き続き減少するよう努力してまいりたいと思います。

なお、予算書９ページのとおりキャッシュフローで示していますが、一時借入金を減少するよ

う計画を立てたところでございます。

説明資料の１９６ページをごらんください。事業費用の第１項、支出で営業費用の主なものは、

施設経営費が職員給与費９，９１４万３，０００円、退職手当負担金１，１５２万５，０００円、

材料費７，２５８万円、光熱水費、燃料費３，５２５万１，０００円、修繕費委託料で６，７５

１万４，０００円、減価償却費２，３５５万４，０００円で小計３億９５６万７，０００円。第

２項の営業外費用は、支払い利息７１５万３，０００円、消費税１，１０２万８，０００円で小

計１，８１８万１，０００円。第３項の予備費１２５万２，０００円を合計いたしまして、事業

費用は３億２，９００万円でございます。

説明資料の１９７ページをごらんください。第４条の資本的収支でございますが、資本的収入

の第１項、出資金として、企業債償還金元金、企業債借りかえ元金、保証金、特別負担金、事業
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管理者人件費に係る額７，５６５万円を一般会計からの出資金として予定をしております。資本

的支出につきましては、企業債償還金、長期借入金の償還金、他会計借入金償還金で合わせて５，

５４４万５，０００円でございます。

予算書の３ページから実施計画書、５ページからは職員給与費明細書を上げております。また、

営業収支の詳細につきましては、１８ページから費目明細書に載せておりますのでごらんをいた

だきたいと思います。

平成２６年度はブランナールみささオープン２０年を迎えます。まだまだ厳しい経済環境では

ございますが、目標を達成する施策として各宿泊プラン、休憩プランを積極的に発信し、町営施

設として町民を初め地域及び利用者に愛される事業展開を図り、全従業員が一丸となりまして目

標達成に向けて推進し、努力してまいりたいと思います。どうぞ御理解と御指導いただきますよ

うお願い申し上げ、説明とさせていただきます。どうかよろしく御審議の上、御可決いただきま

すようどうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） しばらく休憩します。再開を１４時１０分とします。

午後１時５５分休憩

午後２時１３分再開

○議長（山田 道治君） 再開いたします。

議案第１７号、三朝町職員の修学部分休業に関する条例の設定について、議案第１８号、三朝

町職員の高齢者部分休業に関する条例の設定について、山根総務課長。

○総務課長（山根 猛昭君） 議案書の１ページでございますが、議案第１７号、三朝町職員の修

学部分休業に関する条例の設定について御説明いたします。

職員の人材育成、能力開発は重要なことであり、職員の自主的な研さんのための時間を確保す

る制度として、地方公務員法第２６条の２の規定により、職員の修学部分休業に関し必要な事項

を定める条例を設定しようとするものでございます。

内容につきましては、公務の運営に支障がなく、かつ当該職員の公務の能力向上に資すると認

める場合で、学校教育法で定める大学、高等専門学校、専修学校、各種学校における修学とし、

期間は２年で勤務成績を勘案するとともに、管理職には適用しないこととしております。また、

休業時間は給与を減額することとしております。

続きまして、議案第１８号、三朝町職員の高齢者部分休業に関する条例の設定について御説明

いたします。
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公務外においても地域と一体となっているとも言える職員にボランティア等地域活動などに参

画する時間を創出することは、地域にとっても有益なことであり、定年前の一定の年限で短時間

勤務を認めるため、地方公務員法第２６条の３の規定により、三朝町職員の高齢者部分休業に関

する条例の設定をしようとするものでございます。

内容につきましては、公務の運営に支障がないと認める場合で５５歳の職員とし、勤務成績を

勘案するとともに、管理職には適用しないとすることとしております。また、休業時間は給与を

減ずることとしております。

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 議案第１９号、三朝町空き家等の適正管理に関する条例の設定について、

松原危機管理課長。

○危機管理課統括監（松原 茂隆君） 議案第１９号、三朝町空き家等の適正管理に関する条例の

設定について御説明いたします。

議案書は５ページでございます。この条例は空き家等の適正な管理について、その所有者等の

責務を定めるとともに、所有者等による適正な管理が行われていない空き家等に対して町が講じ

る措置を定めることにより、倒壊等による事故及び空き家等が犯罪または火災を誘発することに

なることを防止目的として調査、管理不全家屋等の認定を行い、助言、指導、勧告、命令、公表、

代執行等を行うものです。

また、危険家屋等の撤去費の一部を助成する制度を創設することによりまして、町民の生活環

境の保全及び安全で安心な町民生活の確保を図ることとし、本条例を設定するものでございます。

以上です。よろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 議案第２０号、三朝町子ども⋞子育て会議条例の設定について、小椋町

民課長。

○町民課長（小椋 泰志君） 議案第２０号、三朝町子ども⋞子育て会議条例の設定について御説

明いたします。

議案書１１ページでございます。子ども⋞子育て支援法が制定され、平成２７年度から新制度

の施行にあわせて子ども⋞子育て支援に関する施策を総合的、計画的に行うために、子ども⋞子

育て支援事業計画の策定が義務づけられました。この計画策定に当たっては、子育て支援施策等

について意見を聞くための合議制の機関の設置が求められていることから、三朝町子ども⋞子育

て会議を設置するため本条例を制定するものであります。

以上、よろしくお願いいたします。
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○議長（山田 道治君） 議案第２１号、三朝町国民宿舎事業管理者の給与の特例に関する条例の

設定について、大村財務課長。

○財務課長（大村 哲也君） 議案第２１号、三朝町国民宿舎事業管理者の給与の特例に関する条

例の設定について説明させていただきます。

国民宿舎事業管理者の給与につきましては、三朝町国民宿舎事業管理者の給与及び旅費に関す

る条例に現行５２万１，０００円と定めておるところでございますが、提案説明にもありました

ようにブランナールみささの経営状況を勘案しまして、事業管理者の報酬を４８万１，０００円

と減額する条例を平成２６年の１２カ月間に関して制定しようとするものでございます。以上で

ございます。

○議長（山田 道治君） 議案第２２号、三朝町職員の給与に関する条例の一部改正について、山

根総務課長。

○総務課長（山根 猛昭君） 議案第２２号、三朝町職員の給与に関する条例の一部改正について

御説明いたします。

議案書１７ページでございます。６月期、１２月期に支給しています勤勉手当について、６月

１日、１２月１日のそれぞれの基準日以前６カ月以内の期間における勤務成績に応じて支給して

おりますが、ことし６月期に支給する勤勉手当から基準日以前６カ月以内の期間に行った勤勉手

当に係る人事評価の結果及び基準日以前６カ月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する

こととするため、条例改正をしようとするものでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 議案第２３号、三朝町基金条例の一部改正について、推名企画観光課長。

○企画観光課長（椎名 克秀君） 議案書１９ページでございます。議案第２３号、三朝町基金条

例の一部改正について御説明いたします。

今回の改正は、三朝町ふるさと納税制度実施方針に基づく寄附金を積み立てる目的で、三朝町

基金条例の中に三朝町ふるさと応援基金の項目を追加するものでございます。

条例の第１条につきましては今年度の寄附金について規定するものであり、第２条につきまし

ては来年度以降の寄附金について規定するためのものでございますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

○議長（山田 道治君） 議案第２４号、三朝町社会教育委員に関する条例の一部改正について、

議案第２５号、三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第

２６号、三朝町農林漁業者健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、西田
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生涯学習課長。

○生涯学習課長（西田 寛司君） 議案第２４号、三朝町社会教育委員に関する条例の一部改正に

ついて御説明申し上げます。

議案書３５ページをごらんください。平成２５年６月１４日に公布されました地域の自主性及

び自立を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第３次一

括法案により社会教育法の一部が改正されることになりました。これの施行が平成２６年４月１

日施行となっておりますので、このたび三朝町社会教育委員条例の一部を改正しようとするもの

でございます。

具体的には、社会教育法で規定されておりました社会教育委員の委嘱基準を地方公共団体の条

例に定めることとなりましたので、委嘱基準を条例に規定しようとするものでございます。

続いて、議案第２５号、三朝町立社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

てでございますが、現在町内の施設である三朝町総合スポーツセンターにおいては、使用料の減

額免除制度が設けられて運営されております。しかし、町立社会体育施設においては免除制度の

みでございまして、減額制度がございません。そこで、町内の施設同様に減額免除制度を整備し

ていこうというものでございます。さらには、青少年、障害のある方のスポーツ活動を支援する

ために新たに減額制度を設けようとするものでございます。あわせて条文の整理も行っていこう

とするものでございます。

続いて、議案第２６号、三朝町農林漁業者健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部改

正について御説明申し上げます。

議案書３９ページになります。先ほど御説明申し上げました町立社会体育施設の設置及び管理

に関する条例の一部改正と同様の趣旨で減額制度が現在ございませんので、それを整備していこ

うというものでございます。さらに、青少年、障害のある方々のスポーツ振興も図っていこうと

いう趣旨で改正していこうというものでございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 議案第２７号、三朝町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例の

廃止について、議案第２８号、三朝町高齢者介護予防及び生活支援事業手数料徴収条例の廃止に

ついて、前田健康福祉課長。

○健康福祉課長（前田 敦子君） 議案第２７号、三朝町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関す

る条例の廃止について御説明をさせていただきます。

議案書４１ページでございます。この条例で対象となります精神障害者及び難病患者の方につ
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きましては、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスとして取り扱えることから、三朝町ホ

ームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例を廃止するものでございます。

続きまして、議案第２８号、三朝町高齢者介護予防及び生活支援事業手数料徴収条例の廃止に

ついて御説明をさせていただきます。

議案書４３ページでございます。これは、介護保険制度の改革によりまして自立と判定された

方には地域支援事業として介護予防事業を実施していることから、本条例を廃止するものでござ

います。

以上でございます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山田 道治君） 議案第２９号、町道路線の変更について、早苗建設水道課長。

○建設水道課長（早苗 睦巳君） 議案第２９号、町道路線の変更について御説明を申し上げます。

議案書でいきますと４５ページ、議案説明資料の１ページをごらんいただきたいと思います。

議案説明資料に記載しておりますとおり、新たに町道認定を行える道路が整備されたことに伴い

まして、町道上田曹源寺線の終点を変更しようとするものでございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（山田 道治君） 議案第３０号、三朝町過疎地域自立促進計画の一部変更について、推名

企画観光課長。

○企画観光課長（椎名 克秀君） 議案書４７ページでございます。議案第３０号、三朝町過疎地

域自立促進計画の一部変更につきまして御説明します。

本計画は、平成２２年度から２７年度までの計画期間におきまして、過疎債を財源とした事業

を実施するための計画を定めたものであります。

議案説明資料のほう２ページから１３ページまでに、新たに追加いたします事業並びに既に掲

載をしている事業のうち総事業費を変更する事業について赤字で表示をしております。今後、事

業実施年度の予算に基づきまして施策を講じ、町政の振興を図るものでございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

⋞ ⋞

○議長（山田 道治君） 以上で本日の日程は終了しました。

日程予定表にはございませんが、１４時３０分から全員協議会を開催しますので議員控室にお

集まりください。御苦労さまでした。

午後２時２１分散会
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